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第１１６期定時株主総会招集ご通知�
�

（１）�

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。�
　さて、当社第１１６期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、�
ご出席くださいますようご通知申しあげます。�
　なお、当日ご出席願えない場合は、後記の参考書類をご検討いただき�
まして、以下のいずれかの方法により議決権をご行使くださいますよう�
お願い申しあげます。�
�
［郵送による議決権の行使］�
　　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示され、株主総会の会日の前�
　日（平成１９年６月２７日（水曜日））午後５時までに到着しますようにご返�
　送ください。�
［インターネットによる議決権の行使］�
　　同封の議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイトにアクセス�
　していただき、株主総会の会日の前日（平成１９年６月２７日（水曜日））午�
　後５時までにご行使ください（２頁をご参照ください。）。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具�

平成１９年６月６日�
（証券コード　３４０７）�

平成１９年６月２８日（木）午前１０時�
東京都千代田区丸の内三丁目２番１号�
東京會舘　９階　ローズルーム�
�
�
�
�
�
�
�
�
取締役１１名選任の件�
監査役１名選任の件�
補欠監査役１名選任の件�
会計監査人選任の件�
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上�

　１．日　　時�
　２．場　　所　　�
　　　　　　　　　�
�
�
　３．会議の目的事項�
　　　報告事項　�
�
　　　　　　　　　�
�
　　　付議事項�
　　　第１号議案　�
　　　第２号議案�
　　　第３号議案　�
　　　第４号議案　�
　　　第５号議案　�

記�

　第１１６期（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）事業報告、�
　連結計算書類および計算書類報告の件�
　会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報�
　告の件�

１.�
�
２.

（次頁に続く）�

�

（開催場所が昨年までと異なっております。末尾の「株�
　主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）�



（２）�

【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】�

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了
承のうえ、行使していただきますよう、お願い申しあげます。�

１．インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決
　　権行使サイトを利用いただくことによってのみ可能です。なお、
　　携帯電話を用いたインターネットでも利用いただくことが可能で
　　す（なお、一部のインターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェア、携
　　帯電話の一部機種では利用いただけません。）。�
　　【議決権行使サイトＵＲＬ】ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｗｅｂｄｋ.ｎｅｔ�
２．インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権
　　行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご利用
　　のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。�
３．書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、
　　インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせ
　　ていただきます。�
４．インターネットによって複数回数、またはパソコンと携帯電話で
　　重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効
　　な議決権行使として取り扱わせていただきます。�
５．議決権行使サイトを利用いただく際のプロバイダへの接続料金お 
　　よび通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担と
　　なります。�

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】�

　インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきまして
は、以下にお問い合わせくださいますよう、お願い申しあげます。�

株主名簿管理人  住友信託銀行証券代行部�
【専用ダイヤル】        �
  ＜住所変更等用紙の請求＞  �
  ＜その他の照会＞     

０１２０-１８６-４１７（２４時間受付）�
０１２０-１７５-４１７（２４時間受付）�
０１２０-１７６-４１７（平日９:００～１７:００）�

記�

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
　さいますようお願い申しあげます。�
○代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合
　に限られます。なお、代理人は１名とさせていただきます。�
○本招集ご通知添付書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が
　生じた場合には、当社ホームページ（http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/shoushu/
　１１６.html）において、掲載することによりお知らせいたします。�
○当社は、㈱ICJが運営する「機関投資家向け」議決権電子行使プラットフォームに参
　加いたしております。�



（３）�

事　業　報　告�
（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）�

�
Ⅰ．事業の概況�

１．企業集団の事業の経過および成果�

　当期における日本経済は、個人消費に力強さは見られないものの、企
業収益の拡大を背景に、雇用情勢が改善に向かい、民間企業による設備
投資が堅調に推移するなど、景気は拡大基調にありました。しかし、事
業を取り巻く環境は、原油価格の高騰にともない、石油化学製品の原料
となるナフサなどの価格高騰が続き、コスト削減と製品価格の改定を余
儀なくされるなど、厳しい状況で推移しました。�
　このなかで、当社および連結子会社等（以下「当社グループ」と呼びま
す。）は、昨年４月に平成２２年度を最終年度とする中期経営計画「Ｇｒｏｗｔｈ
Ａｃｔｉｏｎ －２０１０」をスタートさせました。「ＧｒｏｗｔｈＡｃｔｉｏｎ －２０１０」の初
年度であった当社グループの当期における連結業績は、売上高は、原燃
料価格高騰にともない製品価格が上昇したケミカル事業が売上を伸ばし
たことなどから、１兆６,２３８億円で前期比１,２５２億円の増収となりました。
また、営業利益は、海外市況が改善したケミカル事業、ライセンス収入
などがあった医薬・医療事業や、デジタル家電用途向け製品が好調に推
移したエレクトロニクス事業が業績を伸ばしたことなどから、１,２７８億円
で前期比１９１億円の増益となりました。なお、経常利益は、１,２６５億円で
前期比２２３億円の増益となり、当期純利益は、６８６億円で前期比８９億円の
増益となり、いずれも過去最高を更新しました。�
　当期の単独業績は、連結子会社等からの配当などにより営業収益は
４２８億円で、前期比１億円の増収となり、営業利益は２８２億円で、前期比
８億円の増益となりました。また、経常利益は２９１億円で、前期比２１億円
の増益となりましたが、当期純利益は２８９億円で、前期比１億円の減益
となりました。�
　なお、当社グループの業績は、次に掲げるとおりです。�

（１）�

区　分� 前期（ａ）�

�１４,９８６�

１,０８７�

１,０４２�

５９７�

当期（ｂ）�

１６,２３８�

１,２７８�

１,２６５�

６８６�

増減額（ｂ）－（ａ）�

�１,２５２�

１９１�

２２３�

８９�

①当社グループの連結業績�

売 上 高 �

営 業 利 益 �

経 常 利 益 �

当 期 純 利 益 �

億円� 億円� 億円�

（報告事項に関する添付書類）�



（４）�

　当社グループの事業区分別の連結売上高および連結営業損益の内訳は、
次に掲げるとおりです。なお、事業区分については、従来の７つの事業
会社に対応した事業区分に「サービス・エンジニアリング等」を加えた８
事業区分としています。�

事業区分� 前期（ａ）�

�６,６０４�

４,０４５�

１,０５８�

８９７�

１,０２９�

５６５�

５１９�

２６８�

１４,９８６�

当期（ｂ）�

�７,５２６�

４,０５７�

１,０４５�

１,０６６�

１,１２１�

６０８�

５２６�

２８９�

１６,２３８�

増減額（ｂ）－（ａ）�

�９２２�

１２�

▲１４�

１６９�

９２�

４３�

６�

２１�

１,２５２�

②連結売上高�

ケ ミ カ ル 事 業 �

住 宅 事 業 �

医薬・医療事業�

繊 維 事 業 �

エレクトロニクス事業�

建 材 事 業 �

生活製品関連事業�

サービス・エンジニアリング等�

合　計�

億円� 億円� 億円�

事業区分� 前期（ａ）�

�４０５�

２８２�

１１１�

４０�

１９３�

３８�

４８�

３３�

▲６３�

１,０８７�

当期（ｂ）�

�５２０�

２７５�

１３９�

４２�

２２６�

５０�

４６�

３９�

▲５８�

１,２７８�

増減額（ｂ）－（ａ）�

�１１５�

▲７�

２８�

１�

３３�

１２�

▲２�

６�

５�

１９１�

③連結営業損益  

ケ ミ カ ル 事 業 �

住 宅 事 業 �

医薬・医療事業�

繊 維 事 業 �

エレクトロニクス事業�

建 材 事 業 �

生活製品関連事業�

サービス・エンジニアリング等�

消去または全社�

合　計�

億円� 億円� 億円�



（５）�

　次に、当社グループの主要事業区分別の事業状況についてご説明します。�（２）�

＜ケミカル事業＞�
　売上高は７,５２６億円で、前期比９２２億円の増収となり、営業利益は５２０億
円で、前期比１１５億円の増益となりました。�
　汎用事業は、原燃料価格の高騰の影響を受けたものの、製品価格の改
定に努めたことや海外における旺盛な需要を背景に、増収・増益となり
ました。汎用事業のうちモノマー系事業は、需給が逼迫し価格が急上昇
したアジピン酸を始め、海外需要が堅調に推移したアクリロニトリルや
スチレンモノマーなどを中心に、業績を伸ばしました。また、ポリマー系
事業は、ナイロン６６「レオナＴＭ」樹脂・繊維などが堅調に推移しました。�
　高付加価値系事業は、積極的に設備能力を拡張してきたリチウムイオ
ン二次電池用の微多孔膜「ハイポアＴＭ」が販売量を伸ばしたことや、イ
オン交換膜事業において、中国向け電解プラントの輸出とイオン交換膜
の販売量が増加したことなどから、増収・増益となりました。�
　なお、汎用事業では、昨年１２月に、水島製造所（岡山県）の競争力強化
のため、より安価な燃料を利用した蒸気ボイラーおよび発電用タービン
の設備更新投資を決定しました。同地区の他社と連携を図りながら、平
成２１年度の稼動を目指しています。また、本年１月に、韓国の東西石油
化学（株）において、世界初の革新的製造技術であるプロパン法によるア
クリロニトリルの製造設備の実証運転を開始しました。�
　高付加価値系事業では、昨年１０月に滋賀県守山市の「ハイポアＴＭ」の新
系列が、１２月には中国において水処理膜「マイクローザＴＭ」の組立工場が、
それぞれ稼動を開始しました。さらに、平成２０年度の稼動を目指し、神
奈川県川崎市のイオン交換膜製造設備の能力増強を決定するなど、積極
的な設備投資を進めています。�

＜住宅事業＞�
　売上高は４,０５７億円で、前期比１２億円の増収となりましたが、営業利益
は２７５億円で、前期比７億円の減益となりました。�
　建築請負・分譲事業は、建築請負単価が上昇したものの、戸建住宅や
分譲マンションの引渡戸数減少の影響を受けたことなどから、減収・減
益となりました。なお、当期の建築請負事業の受注実績については、建
替え需要の掘り起こしに注力しましたが、前期比１００億円減少し、３,０３４億
円となりました。�
　住宅周辺事業は、既存物件のリフレッシュ工事が好調だったリフォー
ム事業や、賃貸管理戸数を順調に増やした不動産事業を中心に業績を伸
ばし、増収・増益となりました。�
　なお、昨年１１月に、静岡県富士市において「ロングライフ住宅の実現」�



（６）�

＜医薬・医療事業＞�
　売上高は１,０４５億円で、前期比１４億円の減収となったものの、営業利益
は１３９億円で、前期比２８億円の増益となりました。�
　医薬事業は、薬価改定の影響を強く受けたことに加え、医薬中間体の
販売量が減少したことから減収となりましたが、ローキナーゼ阻害剤「塩
酸ファスジル」のライセンス収入などがあったことから、増益となりま
した。�
　医療事業は、製造能力を増強したポリスルホン膜人工腎臓「ＡＰＳＴＭ」
や、ウイルス除去フィルター「プラノバＴＭ」が販売量を伸ばしたことや、
固定費削減に努めたことなどから、増収・増益となりました。�
　なお、医薬事業では、本年２月に、医薬製剤製造の中核拠点となる名
古屋医薬工場の増設工事が竣工しました。�
　また、医療事業では、事業の一層の強化を図るため、本年１０月を目標
に、旭化成メディカル（株）とクラレメディカル（株）の透析事業などを統
合することに基本合意しました。�

＜繊維事業＞�
　売上高は１,０６６億円で、前期比１６９億円の増収となり、営業利益は４２億
円で、前期比１億円の増益となりました。�
　ポリウレタン弾性繊維事業は、「ロイカＴＭ」の販売量の増加と市況改善
の影響や、ランクセス・グループから買収した欧米の「ドルラスタンＴＭ」
事業が売上に寄与したことから増収となりましたが、「ドルラスタンＴＭ」
事業が赤字であったことから減益となりました。なお、現在欧米の「ドル
ラスタンＴＭ」工場において「ロイカＴＭ」製造技術の導入を推進しており、
次期の黒字化を見込んでいます。�
　セルロース繊維「ベンベルグＴＭ」は、海外向けが販売量を伸ばしたこと
から、増収・増益となりました。不織布事業は、原燃料価格高騰の影響
を強く受けたものの、人工皮革「ラムースＴＭ」がカーシート分野を中心
に販売量を伸ばしたことなどから、増収・増益となりました。�
　なお、本年２月に、「ロイカＴＭ」の第８のサブブランド糸として「ロイ
カＴＭＳＦ」を上市しました。�
�

に向けた基礎技術研究の一層の拡充と次世代を見据えた商品開発を行う
「住宅総合技術研究所」の建設工事に着手しました。�
　また、１２月には、夫婦２人が程よい距離感で暮らすことのできる“大
人のリビング”を提案する新商品「ヘーベルハウスＴＭＬＵＦＴ（ルフト）」を
発売しました。�



（７）�

＜エレクトロニクス事業＞�
　売上高は１,１２１億円で、前期比９２億円の増収となり、営業利益は２２６億
円で、前期比３３億円の増益となりました。�
　電子部品系事業は、携帯電話やデジタル家電製品需要が好調に推移し
たことから、ＬＳＩや磁気センサーが販売量を伸ばし、増収・増益となり
ました。�
　電子材料系事業は、製造設備の大幅な能力増強を行った感光性ドライ
フィルムレジスト「サンフォートＴＭ」が販売量を伸ばしたことや、プリン
ト配線基板用ガラスクロスの超極薄品の販売が好調に推移したことなど
から、増収・増益となりました。�
　なお、本年４月に、旭化成マイクロシステム（株）、旭化成電子（株）お
よび旭シュエーベル（株）のそれぞれの営業・開発機能を、旭化成エレク
トロニクス（株）に移管して一体運営とし、電子材料・電子部品の各領域
でよりスピード感のある経営体制の構築を図っています。�

＜建材事業＞�
　売上高は６０８億円で、前期比４３億円の増収となり、営業利益は５０億円
で、前期比１２億円の増益となりました。�
　建築資材・住宅資材事業は、軽量気泡コンクリート（ＡＬＣ）「ヘーベルＴＭ」
が原燃料価格高騰の影響を受けたものの、固定費の削減と製品価格の改
定に努めたことなどから、増収・増益となりました。�
　基礎杭（パイルなど）を扱う基礎事業は、中小規模建築向けパイル工法
の「ＥＡＺＥＴＴＭ」や「ＡＴＴコラムＴＭ」の新規用途開拓が進んだことから
増収・増益となりました。断熱材事業は、高機能断熱材「ネオマＴＭフォ
ーム」が新規ユーザーの開拓により販売量を伸ばし、増収・増益となり
ました。�
　なお、昨年１０月より、「ネオマＴＭフォーム」のテレビ広告を開始し、一
層の認知度向上に努めています。�

＜生活製品関連事業＞�
　売上高は５２６億円と、前期比６億円の増収となりましたが、営業利益
は４６億円で、前期比２億円の減益となりました。�
　ホームプロダクツ事業は、「サランラップＴＭ」や「サランＴＭ繊維」の販売
量が増加し増収となったものの、原燃料および包装資材高騰の影響と広
告宣伝費の増加などにより、減益となりました。�
　包装材などを取り扱うパッケージング事業は、前期並みの売上を確保
したものの、原燃料価格高騰の影響を強く受け、減益となりました。�
なお、生活製品関連事業は、本年４月に旭化成ライフ＆リビング（株）が
旭化成ケミカルズ（株）に統合されたことにともない、今後はケミカル事
業に移行します。�



（８）�

＜サービス・エンジニアリング等＞�
　売上高は２８９億円で、前期比２１億円の増収となり、営業利益は３９億円
で、前期比６億円の増益となりました。�
　エンジニアリング事業は、海外でのプラント事業が好調であったこと
などから、増収・増益となりました。人材派遣・紹介事業は、人材派遣
需要の増加にともない増収となり、営業利益は前期並を確保しました。�

＜新規事業・研究開発＞�
　当社グループの当期の研究開発費は５２４億円で、前期比１０億円の増加
となりました。�
　当社グループでは、当社の研究開発部門がグループの成長を担う新規
事業の創出につながる研究開発・事業開発を行い、各事業会社の研究開
発部門においては、それぞれの事業展開に必要な研究開発と、既存事業
周辺領域での新事業開発を行っています。�
　当社では、新事業創出を一層加速させるため新事業本部を設置し、基
礎研究から事業開発、事業化までを一貫して取り組める体制を構築して
います。新事業本部においては、昨年４月にスタートした中期経営計画
「ＧｒｏｗｔｈＡｃｔｉｏｎ －２０１０」の目標を達成するべく、エレクトロニクス材
料分野、医療分野、情報技術分野を中心に研究開発を進めています。な
かでも、今後グローバル規模での成長が期待されるエレクトロニクス材
料分野に重点的に資源を投入し、フレキシブルプリント基板の製造に用
いられる実装材料や、液晶ディスプレイなどに使用される表示材料につ
いて、早期の事業化を目指しています。�

　当社グループの当期の設備投資の総額は８４４億円で、当期に完成または
建設中の主要設備は、次に掲げるとおりです。�
①　当期完成�
　・微多孔膜「ハイポアＴＭ」製造設備能力増強（年産３,６００万ｍ２）［ケミカル
　　事業］�
　・新プロピレン製造設備（オメガプロセス）の新設［ケミカル事業］�
　・ＬＳＩ製造設備能力増強［エレクトロニクス事業］�
　・ポリウレタン弾性繊維「ロイカＴＭ」製造設備の新設（ドイツ）［繊維事業］�
②　当期建設中�
　・ＨＤＩ系ポリイソシアネート「デュラネートＴＭ」製造設備の新設（中国）
　  ［ケミカル事業］�
　・「住宅総合技術研究所」の新設［住宅事業］�
　・ポリスルホン膜人工腎臓「ＡＰＳＴＭ」組立工場の能力増強（中国）［医薬・
　　医療事業］�
　・ポリウレタン弾性繊維「ロイカＴＭ」製造設備の新設（米国）［繊維事業］�
　・新不織布「プレシゼＴＭ」製造設備の新設［繊維事業］�

（３）�
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（注）上記の記載金額は、億円未満を四捨五入して、億円単位で表示しています。�

　当期の資金調達については、当社グループは、新規の資金調達を借入金
で総額４８１億円実施しました。また、社債償還、借入金返済を総額６９７億
円実施しました。�

（４）�

２．企業集団が対処すべき課題�

　日本経済は、民間設備投資の増加や雇用情勢の改善など、景気回復基
調にありますが、アメリカを中心とする不安定な世界経済情勢や、著し
い原油価格の高騰による原燃料価格の高止まりなど、当社グループの事
業を取り巻く環境は、厳しい状況が続くものと予想されます。�
　このような状況のなかで、当社グループでは、当期より平成２２年度を
最終年度とする中期経営計画「ＧｒｏｗｔｈＡｃｔｉｏｎ －２０１０」をスタートさせ
ました。「ＧｒｏｗｔｈＡｃｔｉｏｎ －２０１０」では、グローバル型事業の拡大と国内
型事業の高度化を戦略の柱として、拡大・成長に向けた事業ポートフォ
リオの転換を進めることにより、企業価値の増大とブランド力の向上を
目指しています。そのために、ケミカル系事業のモノマー分野と高機能
分野、エレクトロニクス事業および医療事業の４分野を中心に、平成２２年
度までに４,０００億円規模の戦略投資の実行を予定しています。なお、平成
２２年度の連結業績は、売上高１兆８,０００億円、営業利益１,５００億円、純利益
８００億円を目標としています。 当社グループでは、この中期経営計画
「ＧｒｏｗｔｈＡｃｔｉｏｎ －２０１０」の確実な実行と目標の達成が最重要課題であ
ると認識しており、次期以降も、各事業における戦略的な投資を加速さ
せ、中長期的な成長への布石を着実に打つ予定です。�
　また、当社グループでは、地球環境や社会との調和を目指した事業運
営を徹底するため、当社社長を委員長とする「ＣＳＲ推進委員会」を設置
しており、「コンプライアンスの徹底」や環境・安全活動である「レスポ
ンシブル・ケア（ＲＣ）の推進」などを行動方針として掲げています。今
後もこの行動方針に則り、国内外におけるＣＳＲ活動を強化していきます。�
　なお、本年４月より、生活消費材事業およびポリマー加工事業のさら
なる拡大を加速させるため、生活製品関連事業の事業会社である旭化成
ライフ＆リビング（株）を、旭化成ケミカルズ（株）に統合しました。今後、
両社の持つ多様な経営資源を融合させ、最大限にシナジーが発揮できる
体制を構築していきます。�



（１０）�

＜本年４月１日現在のグループ経営体制＞�

＜持株会社＞�

＜事業会社＞� 旭化成�
ケミカルズ�

グループスタッフ部門�
　　　資源配分・モニタリング機能�
　　　コンプライアンス・リスク管理機能�
　　　グループ基盤維持機能�

新事業開発部門�

会 長 �

社 長 �

株主総会�

取締役会�

グループ経営会議�

監 査 役 会 �
�

業務監査室�
�

内部統制整備�
プロジェクト�

経営諮問委員会�

CSR推進委員会�

経営戦略会議�
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住宅事業�
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ファーマ�

医薬・医療事業�

旭化成�
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繊維事業�
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�エレクトロニクス�
事業�

旭化成建材�

建材事業�
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６８６�
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単　位�

億円�

億円�

億円�

億円�

円�

億円�

億円�

円�

区　分�

売 上 高 �

営業利益�

経常利益�

当期純利益�

1株当り当期純利益�

総 資 産 �

純 資 産 �

1株当り純資産�

３．企業集団の業績および財産の状況の推移�

（注）１. �
      　�
      　２.�
�
  　�
      　�
�
�
�

　売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、総資産、純資産は、億円未満を
四捨五入して、億円単位で表示しています。�
　第１１４期および第１１５期においては、「株式会社の監査等に関する商法の特例に
関する法律」第１９条の２第１項に規定する連結計算書類を作成しています。ま
た、第１１６期においては、会社法第４４４条第１項の規定する連結計算書類を作成�
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しています。したがって、第１１３期の数値については、会社法第４４４条第４項に
規定する監査役および会計監査人の監査を受けていませんが、証券取引法第１９
３条の２の規定に基づく監査法人の監査証明を受けています。�
　純資産額の算定にあたり、第１１６期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準」（企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用してい
ます。�
　１株当り当期純利益は期中平均発行済株式総数、１株当り純資産は期末発行
済株式総数に基づき算出しています。なお、期中平均発行済株式総数および期
末発行済株式総数は、いずれも自己株式数を除いて算出しています。　�
　第１１３期においては、ケミカル事業、エレクトロニクス事業、医薬・医療事業
が順調に推移したことから、売上高、経常利益は前期に比し増加し、当期純利
益は、前期に退職給付会計における過年度数理計算上の差異を特別損失として
一括処理したことなどから、前期に比し増加しました。�
　第１１４期においては、ケミカル事業が旺盛な海外需要に支えられ、住宅事業が
前期の受注残を順調に売上に結びつけたことから、売上高、経常利益、当期純
利益および１株当り当期純利益は、前期に比し増加しました。�
　第１１５期においては、海外需要が好調なケミカル事業や、ＩＴ向け需要が旺盛
なエレクトロニクス事業が売上を伸ばしたことなどから、売上高、当期純利益
は前期に比し増加しましたが、退職給付会計における数理計算上の差異の益が
減少したことから、営業利益は前期に比し減少しました。�
　第１１６期においては、海外市況が改善したケミカル事業、ライセンス収入など
があった医薬・医療事業や、デジタル家電用途向け製品が好調に推移したエレ
クトロニクス事業が業績を伸ばしたことなどから、売上高、営業利益、経常利
益、当期純利益および１株当り当期純利益が前期に比し増加しました。�

Ⅱ．会社の概況�

１．企業集団の主要な事業内容�

＜モノマー系事業＞�
アンモニア、硝酸、カ性ソーダ、高度化成肥料、アクリロニト
リル、スチレンモノマー、アジピン酸、ＭＭＡモノマーなど�
＜ポリマー系事業＞�
ポリエチレン「サンテックＴＭ」、スチレン系樹脂「スタイラックＴＭ

－ＡＳ」･「スタイラックＴＭ－ＡＢＳ」、ＭＭＡ樹脂、合成ゴム、
ＳＢラテックス、ポリアセタール樹脂「テナックＴＭ」、変性ＰＰＥ
樹脂「ザイロンＴＭ」、ナイロン６６「レオナＴＭ」樹脂・繊維など�
＜高付加価値系事業＞�
塗料原料、医薬･食品用添加剤「セオラスＴＭ」、火薬類、金属加工
品、感光性樹脂･製版システム「ＡＰＲＴＭ」、板状感光性樹脂「Ａ
ＦＰＴＭ」、中空糸膜「マイクローザＴＭ－ＵＦ」･「マイクローザＴＭ－Ｍ
Ｆ」、微多孔膜「ハイポアＴＭ」、イオン交換膜電解装置など�

ケミカル事業�

事業区分� 主　要　な　製　品・事　業�

（平成１９年３月３１日現在）�

 ヘーベルハウスＴＭ 」、「ヘーベルメゾンＴＭ」、マンション事業、
都市開発事業、リフォーム事業、不動産事業、金融事業など�住 宅 事 業 �「�



（１２）�

事業区分� 主　要　な　製　品・事　業�
医薬品（「エルシトニンＴＭ」、「フリバスＴＭ」、「トレドミンＴＭ」
など）、医薬品原料、機能性食品素材、診断薬、診断薬用酵素、
ウイルス除去フィルター「プラノバＴＭ」、ポリスルホン膜人工
腎臓「ＡＰＳＴＭ」、吸着型血液浄化器「セルソーバＴＭ」など�

ポリウレタン弾性繊維「ロイカＴＭ」、セルロース繊維「ベンベル
グＴＭ」、スパンボンド「エルタスＴＭ」、人工皮革「ラムースＴＭ」、
ポリエステル長繊維など�

軽量気泡コンクリート（「ヘーベルＴＭ」など）、パイル、高機能断
熱材「ネオマＴＭフォーム」、人工魚礁など�

 サランラップＴＭ」、「ジップロックＴＭ」、各種フィルム・シート、
発泡体など�

エンジニアリング事業、人材派遣･紹介事業など�

感光性ポリイミド樹脂「パイメルＴＭ」、感光性ドライフィルムレジスト
「サンフォートＴＭ」、ＬＳＩ、ホール素子、プリント基板用ガラス長繊
維織物など�

エレクトロニクス事業�

建 材 事 業 �

生活製品関連事業�

サービス・エンジニアリング等�

繊 維 事 業 �

医薬・医療事業�

「�

２．企業集団の主要な営業所、工場および研究所�

大阪本社（大阪府）、東京本社（東京都）、延岡支社（宮崎
県）、富士支社（静岡県）�

当　　　　社�
営業所�

研究開発センター・吉野研究室（静岡県）、情報技術研究
所（神奈川県）�研究所�

事業区分� 名 称 お よ び 所 在 地 �

ケミカル事業�

住 宅 事 業 �

旭化成ケミカルズ（株） （東京都）�

旭化成ホームズ（株）（東京都）�
旭化成リフォーム（株）（東京都）�
旭化成不動産（株）（東京都）�

営業所�

営業所�

川崎製造所（神奈川県、千葉県）、樹脂成形工場・感光
材工場・マイクローザ工場（静岡県）、ハイポア工場（滋
賀県）、和歌山工場（和歌山県）、水島製造所（岡山県）、
筑紫野工場（福岡県）、大分工場（大分県）、薬品工場・
レオナ樹脂･原料工場・レオナ繊維工場・日向化学品工
場・東海工場・セオラス製造部・雷管工場（宮崎県）、
旭化成分離膜装置（杭州）有限公司（中国）、東西石油化
学（株）（韓国）、旭化成プラスチックスシンガポール（シ
ンガポール）、旭化成プラスチックスノースアメリカ（米
国）、旭サーモフィル（英国、フランス）、旭化成プラス
チックスタイランド（タイ）�

工　場�

化学技術研究所（岡山県）、製品開発研究所（神奈川県）�研究所�
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医薬・医療事業�

旭化成ファーマ（株）（東京都）�
旭化成メディカル（株）（東京都）�営業所�

大仁医薬工場・神島医薬工場・大仁診断薬工場（静岡県）、
名古屋医薬工場（愛知県）、延岡医薬工場・恒富工場・
岡富工場・プラノバ工場（宮崎県）、人工腎臓工場・セパセ
ル工場（大分県）、旭化成医療機器（杭州）有限公司（中国）�

工　場�

医薬研究開発本部（静岡県）�研究所�

繊 維 事 業 �

旭化成せんい（株）（大阪府）�営業所�

ロイカ工場・スパンボンド工場（滋賀県）、ベンベルグ
工場・エステル工場・不織布工場（宮崎県）、旭化成エ
ルタス（株）（宮崎県）、杭州旭化成アンロン有限公司（中
国）、タイ旭化成スパンデックス（タイ）、台塑旭弾性繊
維股　有限公司（台湾）、旭化成スパンデックスアメリ
カ（米国）、旭化成スパンデックスヨーロッパ（ドイツ）�

工　場�

研究開発センター（大阪府、宮崎県）�研究所�

事業区分� 名 称 お よ び 所 在 地 �

エレクトロニクス事業�

旭化成エレクトロニクス（株）（東京都）�
旭化成マイクロシステム（株）（東京都）�
旭化成電子（株）（東京都）�
旭シュエーベル（株）（東京都）�

営業所�

電子材料工場・基板材料工場（静岡県）、守山工場（滋賀
県）、延岡工場・延岡製造所（宮崎県）、富士工場（静岡
県）、旭化成電子材料（蘇州）有限公司（中国）、旭シュエ
ーベル台湾（台湾）�

工　場�

研究開発センター（神奈川県、静岡県）�研究所�

建 材 事 業 �

生活製品関連事業�

旭化成ライフ＆リビング（株）（東京都）�
旭化成パックス（株）（東京都）�営業所�

サランラップ工場・鈴鹿工場（三重県）、サラン工場（宮
崎県）�工　場�

旭化成建材（株）（東京都）�営業所�

白老工場（北海道）、境工場・ネオマフォーム工場（茨城
県）、穂積工場（岐阜県）、岩国工場（山口県）�工　場�

建材研究所（茨城県）�研究所�

サービス・エンジニアリング等�
 株）旭リサーチセンター（東京都）�
旭ファイナンス（株）（東京都）�
旭化成エンジニアリング（株）（東京都）�
旭化成アミダス（株）（東京都）�

営業所�

（注）上記の子会社等の営業所については、本店所在地を記載しています。�

（�
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３．企業集団の使用人の状況�

項　目�事業区分� 使用人数� 前期末比増減�

�７８６�

５,９０８�

４,８８４�

３,６８８�

２,５６１�

２,６４０�

１,１９５�

１,０８４�

９６９�

２３,７１５�

�名� �▲２０�

１５１�

１７０�

４８�

３７１�

７６�

▲３７�

▲５２�

▲２２�

６８５�

�名�当 社 �

ケ ミ カ ル 事 業 �

住 宅 事 業 �

医 薬 ・ 医 療 事 業 �

繊 維 事 業 �

エレクトロニクス事業�

建 材 事 業 �

生 活 製 品 関 連 事 業 �

サービス・エンジニアリング等�

計�

４．主要な借入先の状況�

借　　入　　先� 借　入　額�

９,０００�

８,６２５�

６,８００�

６,７００�

５,７００�

５,０００�

５,０００�

５,０００�

３,０００�

３,０００�

百万円�

（注）上記の記載金額は、百万円未満を四捨五入して、百万円単位で表示しています。�

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 �

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 �

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 �

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 �

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 �

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 �

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行�

長野県信用農業協同組合連合会�

株式会社みずほコーポレート銀行�

大阪府信用農業協同組合連合会�
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５．重要な親会社および子会社の状況�

（１）重要な子会社等の状況�

会　社　名� 資 本 金�当 　社　の�議決権比率�
事業�
区分� 主 要 な 事 業 内 容�

％�百万円� 石油化学製品、機能製品な
どの製造、販売�

アクリロニトリル、青化ソ
ーダなどの製造、販売�

（株）�旭化成ケミカルズ�

ケ
ミ
カ
ル
事
業�

３,０００� １００.０�

（株）�東西石油化学� １００.０�

石油化学原料の製造、販売�

合成ゴムの製造、販売�

機能樹脂の製造、販売�

（株）�
（株）�

山陽石油化学� ２,０００�  １００.０�

 １００.０�

日本エラストマー� １,０００�  ７５.０�

４６,０００千�
米ドル�

５０,６４２百万�
ウォン�

Ａｓａｈｉ Ｋａｓｅｉ Ｐｌａｓｔｉｃｓ �
Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ.

※
１�

※
１�

※
１�

樹脂コンパウンドの製造･
販売会社の持株会社�

住
宅
事
業�

医
薬
・
医
療
事
業�

百万円� 合成樹脂および化学製品の
製造、加工、販売�

住宅用鉄骨部材などの製
造、販売�

住宅の防水、外装のリフォ
ーム、増改築�

不動産の賃貸管理、売買仲
介、販売代理�

医薬品の製造、販売�

人工腎臓その他医療機器の
製造、販売�

５,０００�（株）�旭有機材工業�

６５.０�

３０.１�

ＨＤＩ系ポリイソシアネート
の製造、販売�旭化成精細化工（南通）有限公司� １００.０�

（株）�旭化成リフォーム� ２５０� １００.０�

（株）�旭化成不動産� ２００� １００.０�

旭化成医療機器（杭州）有限公司�

（株）�旭化成メディカル� ８００� １００.０�

樹脂コンパウンドの製造・
販売会社の持株会社�

住宅の設計、施工および販売�

金融サービス�

アクリロニトリルなどの販売�

 １００.０�

 １００.０�

（株）�旭化成ホームズ� ３,２５０�  １００.０�

（株）�旭 化 成 住 工 � ２,８２０�  １００.０�

（株）�旭化成モーゲージ� ５００�  １００.０�

（株）�旭 化 成ファーマ� ３,０００�  １００.０�

人工腎臓の組立� １００.０�

３１,９５５千�
米ドル�

１６,４００千�
米ドル�

１１,１００千�
英ポンド�

Ａｓａｈｉ Ｋａｓｅｉ Ｐｌａｓｔｉｃｓ �
（Ａｍｅｒｉｃａ） Ｉｎｃ.

Ａｓａｈｉ Ｃｈｅｍｉｃａｌ �
Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅｓ， Ｉｎｃ.

ＡＫ＆Ｎ （ＵＫ）Ｌｔｄ．�

※
１�

※
１�

※２�

※
１�

※
１�

※
３�

※
３�

※
３�

※
３�

※
４�

※
５�

１４９百万�
元�

１６３百万�
元�



（１６）�

会　社　名� 資 本 金�当 　社　の�議決権比率�
事業�
区分� 主 要 な 事 業 内 容�

％�

ポリウレタン弾性繊維の製
造、販売�

１００.０�杭州旭化成アンロン有限公司�

繊維製品の製造、販売�（株）�旭 化 成 せ ん い � ３,０００�  １００.０�
１３２百万�

元�
※
６�

百万円�

百万円�

繊
維
事
業�

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
事
業�

ポリウレタン弾性繊維の経
編生地の編立、染色�

ポリウレタン弾性繊維の製
造、販売�

電子部品、電子材料の製
造、販売�

半導体集積回路の設計、製
造、販売�

ガラス長繊維織物の製造、
販売�

杭州旭化成紡織有限公司� ８２.５�

６０.０�

電子部品の製造、販売�

旭化成マイクロシステム� １４,０００� １００.０�

（株）�

（株）�

旭化成エレクトロニクス� ３,０００�  １００.０�

（株）�旭 化 成 電 子 � ４００�  １００.０�

７８百万�
元�

７００百万�
バーツ�

Ｔｈａｉ  Ａｓａｈｉ  Ｋａｓｅｉ �
Ｓｐａｎｄｅｘ  Ｃｏ．, Ｌｔｄ．�

※
６�

※
６�

ポリウレタン弾性繊維の製
造、販売�

１００.０�１０,２８４千�
米ドル�

Ａｓａｈｉ  Ｋａｓｅｉ  Ｓｐａｎｄｅｘ�
Ａｍｅｒｉｃａ , Ｉｎｃ．�

※
６�

ポリウレタン弾性繊維の製
造、販売�

１００.０�１０,０００千�
ユーロ�

Ａｓａｈｉ  Ｋａｓｅｉ  Ｓｐａｎｄｅｘ�
Ｅｕｒｏｐｅ  ＧｍｂＨ．�

※
６�

※
７�

旭シュエーベル� ６４８� １００.０�（株）�※７�

※
７�

建
材�

事
業�

サ
ー
ビ
ス・エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
等�
生
活
製
品
関
連
事
業�

百万円� 建築・土木資材の製造、
販売�（株）�旭 化 成 建 材 � ３,０００�  １００.０�

包装材料、緩衝材などの製
造、販売�（株）�旭化成ライフ＆リビング� ３,０００�  １００.０�

情報収集、調査、出版、コ
ンサルティング業�（株）旭リサーチセンター� ３,０００�  １００.０�

合成樹脂製品の製造、加
工、販売�（株）�

（株）�

４９０�  １００.０�旭化成パックス�

人材派遣・紹介業�８０�  １００.０�旭 化 成アミダス�

（株）� 債券の売買、資金貸付など�８００�  １００.０�旭ファイナンス�

（株）�
機器、装置、土木、建築に
関する設計、施工、販売お
よび修繕�

４００�  １００.０�旭化成エンジニアリング�

１８１百万�
元�

ガラス長繊維織物の製造、
販売�

 ５１.０�３２６百万�
台湾ドル�

Ａｓａｈｉ - Ｓｃｈｗｅｂｅｌ�
（Ｔａｉｗａｎ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．�

※
８�

※
９�

電子材料の製造、販売�旭化成電子材料（蘇州）有限公司�   １００.０�※
７�

※２�
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（注）１. �
      　２.  �
　　  ３.�
　　  ４. �
　　  ５. �
　　  ６. �
　　  ７. �
　　  ８.�
　　  ９.  �
  �
�

※１の会社については、旭化成ケミカルズ（株）を通じて間接所有しているものです。�
※２の資本金は、資本準備金を含んでいます。�
※３の会社については、旭化成ホームズ（株）を通じて間接所有しているものです。�
※４の会社については、旭化成ファーマ（株）を通じて間接所有しているものです。�
※５の会社については、旭化成メディカル（株）を通じて間接所有しているものです。�
※６の会社については、旭化成せんい（株）を通じて間接所有しているものです。�
※７の会社については、旭化成エレクトロニクス（株）を通じて間接所有しているものです。�
※８の会社については、旭シュエーベル（株）を通じて間接所有しているものです。�
※９の会社については、旭化成ライフ＆リビング（株）を通じて間接所有しているものです。�

　なお、上記（１）に記載した重要な子会社等を含め、当期の連結対象会
社は１１１社、持分法適用会社は５３社です。�

（２）�　重要な子会社等の統合、再編�
　　当期において、重要な子会社等の統合、再編はありませんでした。�
　　なお、本年４月１日付で、旭化成ケミカルズ（株）は旭化成ライフ＆
　リビング（株）を吸収合併しました。�
　　また、本年４月１日付で、旭化成マイクロシステム（株）、旭化成電
　子（株）および旭シュエーベル（株）は、営業・開発機能を吸収分割によ
　り旭化成エレクトロニクス（株）に移管しました。これにともない、
　Ａｓａｈｉ-Ｓｃｈｗｅｂｅｌ（Ｔａｉｗａｎ）Ｃｏ．，Ｌｔｄ．は、旭化成エレクトロニクス（株）
　の子会社となりました。また、旭化成マイクロシステム（株）、旭化成
　電子（株）および旭シュエーベル（株）は、資本金の額をそれぞれ５０百万
　円に減少しました。�

株　主　名�
当社への出資状況�

持 株 数 � 出資比率�

６９,７５４�

６７,１８３�

４９,８６３�

千株�
�

％�４.９９�

４.８０�

３.５６�

�

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 �

�日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口）�

６．株式会社の株式に関する事項�

（１）発行可能株式総数　　４,０００,０００,０００株�
（２）発行済株式の総数　　１,４０２,６１６,３３２株（自己株式３,３４９,８８５株を含む）�
　　　　　　　　　　　　　（前期末比４０,０００,０００株減）�

（３）株主数　　　　 　　   １２６,３４８名�
　　　　　　　　　　　　　（前期末比６,１０４名減）�
（４）大株主�

（注）発行済株式の総数の減少は、自己株式の消却を実施したことによるものです。�

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）�
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（注）当社への出資比率については、自己株式を除いて算出しています。�

株　主　名�
当社への出資状況�

持 株 数 � 出資比率�

３７,０９１�

３５,４０４�

３２,５１５�

３２,１５０�

３１,１００�

２４,５５８�

２０,２６９�

千株�
�

％�２.６５�

２.５３�

２.３２�

２.３０�

２.２２�

１．７６�

１.４５�

旭 化 成グループ従 業 員持 株 会 �

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 �

�

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 �

東京海上日動火災保険株式会社�

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 �

株式会社みずほコーポレート銀行�

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口４）�

�

７．自己株式の取得、処分等および保有の状況�

（１）取得した株式�
　　　　普通株式 ６３０,４９５株�
　　　　取得価額の総額 ４８８,４５４,５７９円�
　　　　上記のうち�
　　　　①特定の者から買い受けた株式 ０株�
　　　　②取締役会決議により買い受けた株式 ０株�

（注）取得した株式は、すべて単元未満株式の買取り請求にともない�
　　　取得したものです。�

（２）処分した株式�
　　　　普通株式 ５２,６６６株�
　　　　処分価額の総額 ２１,４１８,９１０円�
�

（３）失効手続きをした株式 ４０,０００,０００株�

（４） 期末において保有する株式�
　　　　普通株式 ３,３４９,８８５株�

（注）処分した株式は、すべて単元未満株式の買増し請求にともない�
　　　売渡したものです。�

（注）平成１９年１月３１日開催の取締役会決議に基づき、平成１９年２月�
　　　２８日付で自己株式４０,０００,０００株の消却を実施しました。�



（１９）�

（１）取締役および監査役の状況�

Ⅲ．会社役員に関する事項�

１．取締役および監査役の状況�

地　位� 氏　名� 担　　当� 他の法人等の代表状況および重要な兼職状況�

山口　信夫�

株式会社旭リサーチセンター　取締役�
アサヒビール株式会社　取締役�
日本テレビ放送網株式会社　取締役�
日本商工会議所　会頭�
東京商工会議所　会頭�

代表取締役�
取締役会長�

伊藤　一郎�
副社長執行役員�
経営戦略・経理財務担当�
内部統制整備プロジェクト長�

南仙台開発株式会社　代表取締役社長�
旭ファイナンス株式会社　代表取締役
社長�

取　締　役�

取　締　役�

取　締　役�

取　締　役�

取　締　役�

取　締　役�

甲賀　国男�専務執行役員�環境安全・生産技術・ＰＬ担当�
旭化成エンジニアリング株式会社　代
表取締役社長�

水谷　　茂�
執行役員�
環境安全・生産技術・ＰＬ担当補佐�
延岡支社長�

株式会社ケーブルメディアワイワイ　
代表取締役社長�

明石　景泰�
執行役員�
研究開発担当�
新事業本部長�

辻田　　清�
執行役員�
人財・労務担当�
人財・労務部長�

渋川　賢一�常務執行役員�総務・購買・コンプライアンス担当�

蛭田　史郎�社長執行役員� 株式会社旭リサーチセンター　取締役�代表取締役�
取締役社長�

土屋　友二�常勤監査役�

常勤監査役�中前　憲二�

和食　克雄� 日本軽金属株式会社　監査役�監　査　役�

監　査　役�三宅  雄一郎�

山洋電気株式会社　取締役�
住友大阪セメント株式会社　監査役�
新電元工業株式会社　監査役�
弁護士�

（注）１. �
      　�
      　２.�
�
�
     　 ３.�
�
     　 ４.�
�

　取締役明石景泰氏は、平成１８年６月２９日開催の第１１５期定時株主総会において
新たに取締役に選任され、同日付で就任しました。�
　監査役三宅雄一郎氏は、平成１８年６月２９日開催の第１１５期定時株主総会にお
いて補欠監査役に選任されており、監査役坂本秀文氏の退任にともない、平成
１８年８月１１日付で新たに監査役に就任しました。�
　監査役和食克雄氏および三宅雄一郎氏は、会社法第２条第１６号に定める社外
監査役です。�
　監査役和食克雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関
する相当程度の知見を有しています。�



（２０）�

（２）前監査役の状況�

地　位� 氏　名� 担　　当� 他の法人等の代表状況および重要な兼職状況�

坂本　秀文� 弁護士�監　査　役�

（注）監査役坂本秀文氏は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役です。なお、坂本�
　　　秀文氏は、平成１８年８月１０日逝去により同日付で監査役を退任となりました。�

（注）１. �
�
      　２.  �
�
　　  ３.�
�
　　  ４. �
�
　　  ５.�
�
　　  ６.  

　上記の報酬金額には、使用人兼取締役の使用人給与相当額（賞与を含む）４６百
万円を含んでいません。�
　取締役の報酬限度額は、年額５億円以内です（平成１８年６月２９日開催の第１１５
期定時株主総会にて決議されました。）。�
　監査役の報酬限度額は、年額１億５,０００万円以内です（平成１８年６月２９日開催の
第１１５期定時株主総会にて決議されました。）。�
　平成１９年３月３１日現在の役員数は、取締役８名、監査役４名（うち社外監査役
２名）です。�
　上記以外に、平成１８年６月に、平成１７年度利益処分による役員賞与（取締役５４
百万円、監査役１８百万円）があります。�
　上記の記載金額は、百万円未満を四捨五入して、百万円単位で表示しています。�

２．取締役および監査役の報酬等の額�

区　分�
計�監査役�取締役�

支給人員�支給額�

８�

－�

８�

－�

２１６�

－�

７１�

－�

２８７�

支給人員�支給額� 支給人員�支給額�

定款または株主総会�
決議に基づく報酬�

役員賞与�

（うち社外役員）�

（うち社外役員）�

計�

百万円�名�
５�

３�

４�

２�

７０�

２０�

２０�

５�

９１�

百万円�名�

１３� ２８６�

１２� ９１�

３７８�

百万円�名�

　上記のほか、第１１６期定時株主総会終結のときをもって取締役を退任す
る２名の取締役に、同定時株主総会の決議により退職慰労金を支給する
予定ですが、金額が確定していませんので、確定金額については第１１７
期の事業報告に記載します。�
　今事業年度は役員退職慰労引当金６６百万円を引き当てました。その結
果、平成１９年３月３１日現在の役員退職慰労引当金は５１８百万円となってい
ます。�
　なお、第１１５期定時株主総会の決議により支払った役員退職慰労金は
ありません。�



（２１）�

Ⅳ．会計監査人の状況�

（１）社外監査役�
３．社外役員に関する事項�

氏　名� 他の株式会社の社外役員の兼任状況� 当期における主な活動状況�

和食　克雄�日本軽金属株式会社　監査役�

当期開催された取締役会１６回のうち１４回に、監査
役会１２回のうち１２回に、それぞれ出席しました。
公認会計士としての見識に基づき、主に財務およ
び会計的な見地から、議案の審議に必要な発言を
適宜行いました。�

三宅  雄一郎�
山洋電気株式会社　取締役�
住友大阪セメント株式会社　監査役�
新電元工業株式会社　監査役�

当期において就任以降に開催された取締役会１０回
のうち１０回に、監査役会６回のうち６回に、それ
ぞれ出席しました。弁護士としての見識に基づき、
主に法的な見地から、議案の審議に必要な発言を
適宜行いました。�

坂本　秀文�
当期において退任までに開催された取締役会６回
のうち６回に、監査役会６回のうち６回に、それ
ぞれ出席しました。弁護士としての見識に基づき、
主に法的な見地から、議案の審議に必要な発言を
適宜行いました。�

（注）�

　なお、和食克雄氏および三宅雄一郎氏と当社との間では、会社法第
４２３条第１項の賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しており、当該
契約に基づく賠償責任限度額は、１,０００万円と法令の定める最低限度額と
のいずれか高い額となります。�

（平成１８年８月１０日�
　逝去により退任）�

　当社の会計監査人であった中央青山監査法人（現みすず監査法人）が金融
庁より平成１８年７月１日から２か月間の業務停止処分を受けたことにより、
平成１８年７月１日付で当社の会計監査人としての資格を喪失したため、当
社は、平成１８年７月１日開催の監査役会の決議において、あらた監査法人
を一時会計監査人に選任しました。�

（注）１. �
      　�
�
�

　当社と会計監査人との監査契約において、会社法にもとづく監査お
よび証券取引法にもとづく監査の監査報酬額を明確に区別することが
出来ないため、上記の金額には合計額を記載しています。�

　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額�
　①　公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬�
　　あらた監査法人  　　４９百万円�
　②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利
　　益の合計額　　　　　�
　　あらた監査法人  　　１２７百万円�

　あらた監査法人�

（２）�

　会計監査人の名称�（１）�



（２２）�

      　２.�
�
�
      　３.�
  �
�
�
�
      　４.

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以
外の業務である、内部統制整備に関するアドヴァイザリー費用等を支
払っています。�
　当社の重要な国内子会社のうち、旭シュエーベル（株）は監査法人ト
ーマツの監査を受けています。また、当社の重要な海外子会社は、当
社の会計監査人以外の者（外国における公認会計士又は監査法人に相
当する資格を有する者）の監査（会社法又は証券取引法に相当する外
国の法令の規定によるものに限る。）を受けています。�
　上記の記載金額は、百万円未満を四捨五入して、百万円単位で表示
しています。�

　会計監査人の解任または不再任の決定の方針�
　当社では、会社法第３４０条に定める監査役会による会計監査人の解
任のほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められ
る場合には、監査役会が会計監査人の解任または不再任に関する議題
を株主総会に提案するよう取締役に請求し、取締役会が審議します。�

（３）�

Ⅴ．会社の体制および方針�

　当社は、平成１８年５月９日および本年３月２３日開催の取締役会におい
て、会社法第３６２条および会社法施行規則第１００条に基づき、業務の適正
を確保するための体制の整備について、次に掲げるとおり決定しまし
た。なお、下記の体制が有効に機能するために、標準的な「内部統制の
枠組み」に基づいて、当社グループを対象に内部統制システムの構築を
推進しています。�

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制�
　　①　当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月１
　　　回開催している。�
　　②　取締役は、取締役会を通じて、他の取締役の業務執行の監督を
　　　行っている。�
　　③ 「取締役会規程」において、重要な財産の処分および譲受、多額
　　　の借入れおよび債務保証などの重要な業務執行について取締役会
　　　に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議事項について取
　　　締役会で決定している。�
　　④　当社は、監査役会設置会社であり、各監査役は監査役会が定め
　　　た監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査など
　　　を通じ、取締役の職務執行の監査を行っている。�

（１）�

１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため�
　　の体制その他業務の適正を確保するための体制�



（２３）�

　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制�
　　①　株主総会、取締役会、「経営戦略会議」の議事録を、法令およ
　　　び規程に従い作成し、適切に保存・管理している。�
　　②　経営および業務執行に関わる重要な情報、決定事項、社内通達
　　　などは、所管部場で作成し、適切に保存・管理している。�

（２）�

　損失の危険の管理に関する規程その他の体制�
　　① 「グループ決裁権限基準」により、当社の取締役会、「経営戦略
　　　会議」での決裁事項および事業会社での決裁事項を定めている。�
　　②　取締役会、「経営戦略会議」およびその他の重要な会議にて、業
　　　務執行取締役、執行役員および経営幹部から、業務執行に関わる
　　　重要な情報の報告が定期的になされている。�
　　③　レスポンシブル・ケア、コンプライアンスなどに関するリスク
　　　への対応については、それぞれの所管部場において規程の制定、
　　　教育・啓蒙の実施をするとともに、必要に応じてモニタリングを
　　　実施している。（注：レスポンシブル・ケアとは、環境安全、保安
　　　防災、製品安全、労働安全衛生・健康への対応をいう。）�
　　④　リスク管理を所掌する組織として、「リスク管理委員会」を設置
　　　し、事業の継続性を揺るがすほどの重大リスクが発生した場合の
　　　対応につき整備を進めている。�
　　⑤ 「リスク管理基本規程」を定め、グループ全体のリスク管理の基
　　　本方針を明らかにし、リスクの識別と対処についての体系を明確
　　　にしている。�

（３）�

　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制�
　　① 「経営戦略会議」を設置し、取締役会付議事項の事前審議を行う
　　　とともに、「グループ決裁権限基準」に定められた決定事項の決定
　　　を行っている。�
　　②　取締役会における意思決定に当たっては、十分かつ適切な情報
　　　が各取締役に提供されている。�
　　③　業績管理に資する財務データについては、ＩＴを活用したシス
　　　テムにより迅速かつ的確に取締役に提供している。�

（４）�

　使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制�
　　① 「企業倫理に関する方針・行動基準」を定め、冊子を作成し、全
　　　従業員に配布するとともに、法令と社会規範遵守についての教育・
　　　啓蒙・監査活動を実施している。�

（５）�



（２４）�

　　②　企業の社会的責任を果たすために当社社長を委員長とする「Ｃ
　　　ＳＲ推進委員会」を設け、その中に「企業倫理委員会」を設置し、
　　　「企業倫理に関する方針・行動基準」の遵守状況をモニタリングす
　　　る体制にしている。�
　　③　コンプライアンス体制の強化を図るために、コンプライアンス
　　　担当の執行役員を任命するとともに、「内部通報制度」を導入し、
　　　グループに働く全ての人が利用できる仕組みを設けている。�
　　④　内部監査部門である「業務監査室」が、各部場における業務執行
　　　が法令・定款に適合しているか否かの監査を実施している。�

　当該株式会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団におけ
る業務の適正を確保するための体制�
　　①　当社グループは「分社・持株会社」制を採用しており、当社の取
　　　締役が、取締役会を通じてグループ全体の重要事項の決定および
　　　事業会社を含む主たる子会社の業務執行の監督を行っている。�
　　②　当社では、取締役会を原則として月１回、経営戦略会議を原則
　　　として月２回開催し、グループ経営上の重要な事項や業務執行状
　　　況が「グループ決裁権限基準」に基づき、適切に付議・報告されて
　　　いる。また、原則として月１回開催される「グループ経営会議」
　　　にて、重要な決定事項・報告事項が事業会社経営幹部に伝達され
　　　ている。�
　　③　当社社長は、事業会社およびその主たる子会社の経営に係る重
　　　要な意思決定、業績などについて、事業会社監査役によるモニタ
　　　リング報告を毎月受けている。�
　　④　当社社長は、事業会社社長から、概ね四半期毎に業務執行状況
　　　や重要な経営課題などについて報告を受け、対応方針や対応状況
　　　を確認している。�
　　⑤ 「企業倫理に関する方針・行動基準」、リスク管理、コンプライ
　　　アンスに関する諸規程、「企業倫理委員会」などによるモニタリン
　　　グ、ＣＳＲ活動その他事業運営に関わるすべての活動は、グループ
　　　内の事業会社を含む主たる子会社に適用範囲が及んでいる。�
　　⑥　内部監査部門である「業務監査室」が、グループ内の事業会社を
　　　含む主たる子会社に内部監査を実施している。�

（６）�

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項�
　　①　監査役の職務を専属的に補助する部署として「監査役室」を設置
　　　している。�

（７）�



（２５）�

　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項�
　　① 「監査役室」所属の使用人に対する日常の指揮命令権は、監査役
　　　にあり、取締役からは指揮命令を受けない。�
　　② 「監査役室」所属の使用人の異動、人事考課などについては、監
　　　査役の事前承認を得なければならないことにしている。�

（８）�

　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役
への報告に関する事項�
　　①　取締役および使用人が監査役に報告すべき事項および報告の方
　　　法を定めている。�
　　②　監査役は、毎年度末に取締役に対し業務執行状況に関する確認
　　　書の提出を求めている。�
　　③　監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはい
　　　つでも取締役および使用人に報告を求めることができる。�

（９）�

　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制�
　　①　監査役が、取締役、執行役員および重要な使用人からヒアリン
　　　グを実施し、代表取締役、内部監査部門（「業務監査室」）および
　　　会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施できる体制になっ
　　　ている。�
　　②　グループ監査体制を実効的に行うために、当社の監査役が、事業
　　　会社監査役と定期的に意見交換を実施できる体制になっている。�

（１０）�

　当社は、連結業績をベースにして、適切な内部留保を図りつつ、継続的
な収益拡大による継続的な増配を目指すことを基本方針としています。
なお、内部留保資金につきましては、中期経営計画「ＧｒｏｗｔｈＡｃｔｉｏｎ －
２０１０」で掲げた、グローバル型事業の拡大および国内型事業の高度化を
実行するための戦略的な投資や、新規事業創出のための研究開発費な
ど、将来の収益拡大の実現に必要な資金として充当していきます。�
�
�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上�

２．剰余金の配当等の決定に関する方針�



（２６）�

連結貸借対照 表（平成１９年３月３１日現在）�

（資　産　の　部）�

　流　動　資　産�

科　　　　　目� 金　　額�

現 金 及 び 預 金 �

受取手形及び売掛金�

有 価 証 券  �

棚 卸 資 産  �

繰 延 税 金 資 産  �

そ の 他  �

貸 倒 引 当 金 �

７２２，９９５�

１０１，５１４�

３００，３８６�

４００�

２４０，００６�

２６，６５０�

５５，８３１�

△ １，７９１�

７３６，９２７�

４２６，９５９�

１５８，９５３�

１７４，７７５�

５５，１９２�

２１，９３５�

１６，１０３�

６，０４５�

２２，４２１�

２８，４６６�

１,４５９,９２２�

（負　債　の　部）�

　流　動　負　債�

科　　　　　目� 金　　額�

支払手形及び買掛金�

短 期 借 入 金 �

一年以内償還予定社債�

未 払 法 人 税 等 �

未 払 費 用 �

前 受 金 �

そ の 他 �

（純 資 産 の 部）�

　株 主 資 本�

�

　少数株主持分�

�

５０３,５７０�

３０２,８４２�

６０，０００�

６９，０７４�

２６，２１０�

１２５，３６４�

９０２�

１８，６６０�

２，６３２�

１８６，９００�

６３，８２８�

２４，０００�

１８，２３２�

１１１，０２７�

４８，８７４�

５０，７０９�

１,４５９,９２２�

　固　定　資　産�

　  有形固定資産�

建 物 及 び 構 築 物  �

機械装置及び運搬具 �

土 地  �

建 設 仮 勘 定 �

そ の 他 �

　  無形固定資産�

の れ ん �

そ の 他 �

　固　定　負　債�

社 債 �

長 期 借 入 金 �

繰 延 税 金 負 債 �

退 職 給 付 引 当 金 �

役員退職慰労引当金�

預 り 保 証 金 �

そ の 他 �

資 本 金 �

資 本 剰 余 金 �

利 益 剰 余 金 �

自 己 株 式 �

�

その他有価証券評価差額金�

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 �

再 評 価 積 立 金 �

為替換算調整勘定�

資　産　合　計� 負債・純資産合計�

投 資 有 価 証 券   �

長 期 貸 付 金 �

繰 延 税 金 資 産  �

そ の 他  �

貸 倒 引 当 金 �

２４１，６９６�

４，６３６�

１０，４７９�

２４，７６８�

△ ７８�

２８１，５０２�　  投資その他の資産�

百万円�百万円�

（８０６,４１２）�

�

５６１,７５５�

１０３，３８９�

７９，３９６�

３８０，５１５�

△ １，５４４�

８３,９００�

７９，８２３�

５８�

１，１０６�

２，９１３�

７,８５５�

�

記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�（注）�

（６５３,５１０）�

�

�

�
�

�

評価・換算差額等�



（２７）�

　売　 　上 　　高 �

　売　上　原　価�

　 　 売　　上　　総　　利　　益�

　販売費及び一般管理費�

　　　営　　　　業　　　　利　　　　益  �

　営 業 外 収 益 �

　　 受　　　取　　　利　　　息　�

　　　受　　取　　配　　当　　金�

　　　持 分 法 に よ る 投 資 利 益 �

　　　雑　　　　　収　　　　　益�

　営 業 外 費 用 �

　　　支　　　払　　　利　　　息　�

　　　　雑　　　　　損　　　　　失�

　　経　　　常　　　利　　　益�

　特　別　利　益 �

　　　投 資 有 価 証 券 売 却 益 �

　　　固　定　資　産　売　却　益�

　　　持 　 分 　 変 　 動 　 利 　 益 �

　特　別　損　失 �

　　　投 資 有 価 証 券 評 価 損  �

　　　固　定　資　産　処　分　損�

　　　　減　　　損　　　損　　　失�

　　　構 　 造 　 改 　 善 　 費 　 用�

�

１，６２３，７９１�

１，２２４，０４１�

　　　　　　　　　　　３９９，７５０�

２７１，９４９�

１２７，８０１�

１３，０８１�

５０８　　　　　　　　　�

　　２，５０７　　　　　　　　　�

２，６４７　　　　　　　　　�

７，４１９　　　　　　　　　�

　　　　１４，３７６�

４，１１８　　　　　　　　　�

　　　　　１０，２５８　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　１２６，５０７�

　　３,０９１�

１，５１６　　　　　　　　　�

　　　９１９　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　６５７　　　　　　　　　�

　　　１４,７１５�

７０１　　　　　　　　　�

　　　９，０７３　　　　　　　　　�

１８９　　　　　　　　　�

４，７５１　　　　　　　　　�

１１４,８８３�

４２，２４７�

３，５５３�

  ５０８�

　　　　　　　　　　　６８,５７５�

科　　　　　目� 金　　　　　額�
百万円�百万円�

連結損益計算書� 平成１８年４月１日から�
平成１９年３月３１日まで�（� （�

（注） �
�
�
�

記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�
�

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益   �

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 �

法 人 税 等 調 整 額 �

少 数 株 主 利 益 �

当 期 純 利 益 �



（２８）�

連結株主資本等変動計算書�
（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）�

�

株　　主　　資　　本�

資本金� 資本剰余金�利益剰余金�自己株式�株主資本合計�

平成１８年３月３１日残高�

連結会計年度中の変動額�

連結会計年度中の変動額合計�

平成１９年３月３１日残高�

利益処分による剰余金の配当�

剰余金の配当�

利益処分による役員賞与�

当期純利益�

連結子会社の増加に伴う増加高�

連結子会社の増加に伴う減少高�

持分法適用会社の増加に伴う増加高�

自己株式の取得�

自己株式の処分�

自己株式の消却�

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）�

�

１０３,３８９�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

－�

１０３,３８９�

�

７９,４３３�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

１８�

△ ５５�

�

△ ３７�

７９,３９６�

３４２,４５０�

�

△ ６,９９９�

△ ６,９９８�

△ ２２８�

６８,５７５�

２２�

△ １�

２０�

�

�

△ １６,３２５�

�

３８,０６５�

３８０,５１５�

△ １７,３１１�

�

�

�

�

�

�

�

�

△ ６３４�

２１�

１６,３８０�

�

１５,７６７�

△ １,５４４�

５０７,９６０�

�

△ ６,９９９�

△ ６,９９８�

△ ２２８�

６８,５７５�

２２�

△ １�

２０�

△ ６３４�

３９�

－�

�

５３,７９５�

５６１,７５５�

評価・換算差額等�

その他�
有価証券�
評価差額金�

繰延ヘッジ�
損益�

再評価�
積立金�

為替換算�
調整勘定�

評価・換算�
差額等合計�

平成１８年３月３１日残高�

連結会計年度中の変動額�

連結会計年度中の変動額合計�

平成１９年３月３１日残高�

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�

利益処分による剰余金の配当�

剰余金の配当�

利益処分による役員賞与�

当期純利益�

連結子会社の増加に伴う増加高�

連結子会社の増加に伴う減少高�

持分法適用会社の増加に伴う増加高�

自己株式の取得�

自己株式の処分�

自己株式の消却�

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）�

８５,３８４�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

△ ５,５６１�

△ ５,５６１�

７９,８２３�

�

�

９６６�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

１４０�

１４０�

１,１０６�

△ ９９�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

３,０１２�

３,０１２�

２,９１３�

８６,２５１�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

△ ２,３５１�

△ ２,３５１�

８３,９００�

少数株主�
持分�

６,９１７�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

９３８�

９３８�

７,８５５�

純資産合計�

６０１,１２８�

�

△ ６,９９９�

△ ６,９９８�

△ ２２８�

６８,５７５�

２２�

△ １�

２０�

△ ６３４�

３９�

－�

△ １,４１３�

５２,３８２�

６５３,５１０�

（単位：百万円）�



（２９）�

連結注記表�
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）�

１．連結の範囲に関する事項    �
　（１）連結子会社の状況    �
　　　・連結子会社の数……………………１１１社�
　　　・主要な連結子会社の名称…………第１１６期事業報告の「Ⅱ.会社の概況５.重要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な親会社および子会社の状況」に記載して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いるため、省略している。�
　　　　なお、当連結会計年度より、連結計算書類に与える影響が重要となってきた
　　　持分法適用の非連結子会社１社、及び持分法を適用していない非連結子会社５
　　　社を連結子会社とした。�
　（２）非連結子会社の状況    �
　　　・主要な非連結子会社の名称………旭化成メタルズ（株）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭化成ファインケム（株）等�
　　　・連結の範囲から除いた理由………非連結子会社は、いずれも小規模であり、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計の総資産・売上高・当期純損益（持分相
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当額）及び、利益剰余金（持分相当額）等はい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていないため連結の範囲から除外している。 
�
２．持分法の適用に関する事項     �
　（１）持分法を適用した非連結子会社または関連会社の状況     �
　　　・持分法適用の非連結子会社または関連会社数………５３社�
　　　・主要な非連結子会社の名称………旭化成メタルズ（株）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭化成ファインケム（株）等 �
　　　・主要な関連会社の名称……………旭有機材工業（株）等 �
�
　（２）持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の状況�
　　　・主要な非連結子会社の名称………旭化成管理（上海）有限公司　等�
　　　・主要な関連会社の名称……………南陽化成（株）等�
　　　・持分法を適用しない理由…………持分法を適用していない非連結子会社また
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は関連会社の当期純損益（持分相当額）及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金（持分相当額）等が連結計算書類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ても重要性がないため、持分法の適用範囲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から除外している。�
　　　　なお、当連結会計年度より、連結計算書類の持分法による投資損益に与える
　　　影響が重要となってきた非連結子会社１社を持分法適用会社へ変更した。�
　　　　また、連結計算書類に与える影響が重要となってきた持分法適用の非連結子
　　　会社１社を連結子会社に変更し、株式を当社企業集団外の他社へ売却したこと
　　　により持分法適用の関連会社２社を持分法適用会社から除外している。�
　（３）持分法適用手続に関する特記事項…持分法適用会社のうち、事業年度の末日が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連結決算日と異なる会社については、各社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の事業年度に係る計算書類を使用している。�
�
３．連結子会社の事業年度等に関する事項    �
　　　連結子会社のうち、東西石油化学（株）、Ａｓａｈｉ　Ｋａｓｅｉ Ｐｌａｓｔｉｃｓ ＳｉｎｇａｐｏｒｅＰｔｅ．
　　　Ｌｔｄ．、Ａｓａｈｉ　Ｋａｓｅｉ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ（Ａｍｅｒｉｃａ�）Ｉｎｃ.、旭化成精細化工（南通）有限公司、
　　Ａｓａｈｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅｓ．Ｉｎｃ．、 ＡＫ＆Ｎ（ＵＫ）Ｌｔｄ.、旭化成医療機器（杭州）
　　有限公司、杭州旭化成アンロン有限公司、Ａｓａｈｉ　ＫａｓｅｉＳｐａｎｄｅｘ　Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ、�



（３０）�

　　　　Ａｓａｈｉ　Ｋａｓｅｉ Ｓｐａｎｄｅｘ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．�、杭州旭化成紡織有限公司、Ｔｈａｉ Ａｓａｈｉ
　　Ｋａｓｅｉ Ｓｐａｎｄｅｘ　 Ｃｏ.,Ｌｔｄ.、旭化成香港有限公司、旭化成電子材料（蘇州）有限公司
　　等２８社の事業年度の末日は、平成１８年１２月３１日、（株）キューアサの事業年度の末
　　日は、平成１９年２月２８日である。�
　　　連結計算書類の作成に当たっては、当該事業年度に係る財務諸表を基礎として
　　いるが、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結計算書類
　　上、必要な調整が行われている。�
　　　また、当該事業年度より、新規連結子会社となった旭化成エヌエスエネルギー
　 （株）の決算日は、平成１８年６月３０日である。連結計算書類の作成に当たっては、
　　当該連結決算日現在で仮決算を行った財務諸表を基礎としている。�
�
４．会計処理基準に関する事項�
　（１）重要な資産の評価基準及び評価方法�
　　　①有価証券�
　　　　その他有価証券�
　　　　　　時価のあるもの……主として期末日前１ヶ月間の市場価格の平均に基づ
　　　　　　　　　　　　　　　く時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
　　　　　　　　　　　　　　　し、売却原価は主として移動平均法により算定）�
　　　　　　時価のないもの……主として移動平均法による原価法�
　　　②棚卸資産…………………主として総平均法による低価法（ただし、販売用土
　　　　　　　　　　　　　　　地及び住宅については個別法による原価法）�
　　　③デリバティブ……………時価法�
　（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法�
　　　①有形固定資産……………建物は主として定額法、建物以外は主として定率法�
　　　②無形固定資産……………ソフトウェア（自社利用）については、社内における
　　　　　　　　　　　　　　　利用可能期間（主として５年）に基づく定額法�
　　　　　　　　　　　　　　　その他の無形固定資産は定額法�
　（３）重要な引当金の計上基準�
　　　①貸倒引当金�
　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率
　　　　により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
　　　　回収不能見込額を計上している。�
　　　②退職給付引当金�
　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務
　　　　及び年金資産の見込額に基づき計上している。�
　　　　　数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
　　　　数（主として１０年）による定額法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から費
　　　　用処理し、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
　　　　一定の年数（主として１０年）による定額法により費用処理している。�
　　　③役員退職慰労引当金�
　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社と一部の連結子会社は内規に
　　　　基づく必要額を計上している。�
�
　（４）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項�
　　　①重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準�
　　　　　外貨建金銭債権債務は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
　　　　換算差額は損益として処理している。なお、在外子会社等の資産及び負債と
　　　　収益及び費用は期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は�
　　　　純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めている。�
　　　②重要なリース取引の処理方法�
　　　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン�



（３１）�

　　　　ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。�
　　　③重要なヘッジ会計の方法�
　　　　　主として繰延ヘッジ会計を採用している。�
　　　　　なお、金利スワップにおいては特例処理の要件を満たしている場合は特例
　　　　処理を採用している。�
　　　　　ヘッジ手段とヘッジ対象�
　　　　　　ヘッジ手段　　　　ヘッジ対象�
　　　　　　為替予約　　　　　外貨建金銭債権債務�
　　　　　　通貨スワップ　　　支払利息�
　　　　　　金利スワップ　　　支払利息�
　　　　　ヘッジ方針　　　�
　　　　　　当社及び一部の連結子会社においては、デリバティブ取引に関する社内
　　　　　規程に基づき、為替レートの変動リスク及び金利変動リスクを回避するこ
　　　　　とを目的とする。�
　　　　　ヘッジ有効性評価の方法�
　　　　　　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッ
　　　　　ジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完
　　　　　全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判定は省
　　　　　略している。�
　　　④消費税等の会計処理�
　　　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。�
　　　⑤連結納税制度の適用�
　　　　　連結納税制度を適用している。�
�
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項�
　　　連結子会社の資産及び負債の評価については、部分時価評価法を採用している。�
�
６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項�
　　　のれん及び負ののれんの償却については、５年間、２０年間で均等償却を行って
　　いる。ただし、重要性のないものについては一括償却している。�

１．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用�
　　　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企
　　業会計基準第５号  平成１７年１２月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関  
　　する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号  平成１７年１２月９日） 
　　が適用されることになったことに伴い、同会計基準及び同適用指針を適用している。�
　　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、６４５,５９７百万円である。�
２．役員賞与に関する会計基準の適用�
　　　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号  平成
　　１７年１１月２９日）が適用されることになったことに伴い、同会計基準を適用してい
　　る。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前純利益は、それぞれ２２２百
　　万円減少している。�
３．企業結合に係る会計基準等の適用�
　　　当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会  平成１５年１０月 
　　３１日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号  平成１７年１２月
　　２７日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企
　　業会計基準適用指針第１０号  平成１７年１２月２７日）が適用されることになったこと
　　に伴い、同会計基準及び同適用指針を適用している。�

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更）�
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１．担保に供している資産及び担保に係る債務�
　（１）担保に供している資産�
　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　１,５５３百万円　（   ９４１百万円）�
　　　機械装置及び運搬具　　　　　　　　　１,７１９百万円　（１,６４８百万円）�
　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　１,３４６百万円　（１,２４８百万円）�
　　　有形固定資産のその他　　　　　　　　　 ６８百万円　（     ６７百万円）�
　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　４,６８５百万円　（３,９０５百万円）�
　　　上記の内、（　）内は工場財団抵当並びに当該債務を示す。�
　　　なお、上記のほか、投資有価証券１９６百万円を取引保証金として取引先に差し
　　　入れている。�
　（２）担保に係る債務�
　　　短期借入金　　　　　　　　　　　　　   １３３百万円�
　　　長期借入金　　　　　　　　　　　　　   ８７０百万円�
　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　１,００３百万円�
�
２．有形固定資産の減価償却累計額�
　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　２１３,３７２百万円�
　　　機械装置及び運搬具　　　　　　　　９３５,３１６百万円�
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　  ８５,８４２百万円�
　　　　　　合計　　　　　 　　　　　　１,２３４,５３０百万円�
�
３．偶発債務�
　（１）保証債務　　　　　　  　　　　　　　１１,１８５百万円�
　　（うち共同保証による実質他社負担額）　７,２０８百万円�
　（２）保証予約　　　　　　　　　　　　　　２,３６３百万円�
　（３）経営指導念書等　　　　　　　　　　　   ２３５百万円�
　（４）受取手形割引高　　　　　　　　　　   　１４１百万円�

（連結貸借対照表に関する注記）�

　減損損失�
　　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上し
　ている。�
　　用途　　　　　　　　　　　種類　　　　　  場所　　　　　　　金額�
　　機能性食品素材製造設備　　機械装置  他　　北海道白老郡　　　１,６５９百万円�
　　遊休資産　　　　　　　　　機械装置  他　　岡山県倉敷市　　　   １６４百万円�
　　遊休資産　　　　　　　　　土地　　　　　  三重県鈴鹿市  他　　   ２５百万円�
�
　当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として製造工程、
地域性、投資の意思決定単位を加味してグルーピングを行っている。遊休資産につい
ては個別の資産単位毎に把握している。�
　機能性食品素材製造設備については、収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能
価額まで減額した。回収可能価額は、使用価値により測定し、将来キャッシュ・フロー�
を５％で割り引いて算定している。当該金額は、特別損失の「構造改善費用」に含め
て表示している。�
　遊休資産については、具体的な転用見込みがない機械装置他及び時価が下落してい
る土地について、帳簿価額を回収可能価額まで減額した。回収可能価額は、機械装置
他については処分可能見込額から処分費用を控除した額により、土地については主と
して不動産鑑定士による鑑定評価額に基づく正味売却価額により測定している。�

（連結損益計算書に関する注記）�
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１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項�

２．当該連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項�
（１）平成１８年６月２９日開催の定時株主総会において、次のとおり決議している。�
　　　　　普通株式の配当に関する事項�
　　　　　　（イ）配当金の総額　　　　　　　　６,９９９百万円�
　　　　　　（ロ）１株当たり配当額　　　　　　　  　５.００円�
　　　　　　（ハ）基準日　　　　　　　　　平成１８年３月３１日�
　　　　　　（ニ）効力発生日　　　　　　 平成１８年６月２９日�
（２）平成１８年１０月３１日開催の取締役会において、次のとおり決議している。�
　　　　　普通株式の配当に関する事項�
　　　　　　（イ）配当金の総額　　　　　　　　６,９９８百万円�
　　　　　　（ロ）１株当たり配当額　　　 　　　　　５.００円�
　　　　　　（ハ）基準日　　　　　　　　 平成１８年９月３０日�
　　　　　　（ニ）効力発生日　　　　　　 平成１８年１１月３０日�
�
３．当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項�
　　　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計
　　年度末日後となるもの�
　　　　平成１９年５月８日開催の取締役会において、次のとおり決議する予定である。�
　　　　　普通株式の配当に関する事項�
　　　　　　（イ）配当金の総額　　　　　　　　９,７９５百万円�
　　　　　　（ロ）配当の原資　　　　　　　　　　利益剰余金�
　　　　　　（ハ）１株当たり配当額　　　　　　 　　７.００円�
　　　　　　（ニ）基準日　　　　　　　 　平成１９年３月３１日�
　　　　　　（ホ）効力発生日　　　 　　　平成１９年６月７日�

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）�

前連結会計年度末�
株式数�
（千株）�

発行済株式�

　普通株式（注）２�

自己株式�

　普通株式（注）１、２、３�

１,４４２,６１６�

１,４４２,６１６�

４２,８００�

４２,８００�

－�

－�

８２３�

８２３�

４０,０００�

４０,０００�

４０,０５３�

４０,０５３�

１,４０２,６１６�

１,４０２,６１６�

３,５７０�

３,５７０�

当連結会計期間�
増加株式数�
（千株）�

当連結会計期間�
減少株式数�
（千株）�

当連結会計年度末�
株式数�
（千株）�

　１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　４６１円５０銭�
　１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　　　４９円００銭�

（１株当たり情報に関する注記）�

　該当事項なし。�
（重要な後発事象に関する注記）�

（注）１. �

      　�

       　２.�

�

     　 ３.

　普通株式の自己株式の株式数の増加８２３千株は、単元未満株式の買取りによる増加６３０千
株、持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分１９２千株である。�
　普通株式の発行済株式の株式数の減少４０,０００千株、及び普通株式の自己株式の株式数の減
少４０,０００千株は、自己株式の消却を実施したことによる減少である。�
　普通株式の自己株式の株式数の減少５３千株は、単元未満株式の売渡しによる減少である。�
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�

（ご参考）�

億円�

科　　　　　目� 金　　額�

（億円未満四捨五入）�

営業活動によるキャッシュ・フロー�

　　　税金等調整前当期純利益�

　　　減価償却費�

　　　売上債権の増加額�

　　　棚卸資産の増加額�

　　　仕入債務の増加額�

　　　法人税等の支払額�

　　　その他�

投資活動によるキャッシュ・フロー�

　　　有形固定資産の取得による支出�

　　　無形固定資産の取得による支出�

　　　有形固定資産の売却による収入�

　　　投資有価証券の取得による支出�

　　　投資有価証券の売却による収入�

　　　その他�

財務活動によるキャッシュ・フロー�

現金及び現金同等物に係る換算差額�

現金及び現金同等物の増加額�

現金及び現金同等物の期首残高�

非連結子会社の連結化に伴う増加額�

現金及び現金同等物の期末残高�

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨�平成１８年４月１日から�平成１９年３月３１日まで�（� （�

１,２８４�

１,１４９�

７１６�

△ ２６４�

△ ２３０�

５１６�

△ ４５５�

△ １４８�

△ ８１３�

△ ７７４�

△ ４９�

３０�

△ ３０�

２６�

△ １６�

△ ３６０�

６�

１１７�

８６４�

３６�

１,０１７�
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貸　借　対　照　表（平成１９年３月３１日現在）�

（資　産　の　部）�
　流　動　資　産�

科　　　　　目� 金　　額�

現 金 及 び 預 金  �
貯 蔵 品  �
前 払 費 用  �
繰 延 税 金 資 産 �
未 収 入 金  �
短 期 貸 付 金 �
関係会社短期貸付金 �
立 替 金  �
そ の 他  �
貸 倒 引 当 金 �

１７８,１４８�

１６２�
６０�

１，０５２�
１，６０９�
２０，８１６�

０�
１０４，５０９�
５２，０１７�
１７４�

△ ２，２５１�
�

５２８,０３９�

６８,１８９�

１３，６４５�
２，５４８�
２，４２９�
３８�

２，１００�
４６，９４８�
４８０�

１４２，５３６�
２５２，４６２�

３９�
４６�

５７，３０３�
１４５�
２，４８０�
△ １１�

４，４０５�
４４５�

４,８５０�

４５５,０００�

７０６,１８６�

（負　債　の　部）�
　流　動　負　債�

科　　　　　目� 金　　額�

支 払 手 形 �
短 期 借 入 金 �
一年以内返済予定長期借入金�
一年以内償還予定社債�
未 払 金 �
未 払 法 人 税 等 �
未 払 費 用 �
前 受 金 �
預 り 金 �
代行支払関係支払手形�
そ の 他 �

（純 資 産 の 部）�

　株 主 資 本�

�

�
１１７,０４０�

１７７,５０８�
６０，０００�
５８，０８８�
４２，７６２�
１６，１０６�
５１８�
３５�

２５，８４７�
１４２，６３２�
１，１０３�
１０，７８９�
７，０００�
８２，０００�
４１，７４１�

８７�
９，０００�
８，１４４�
２４，０００�
３６，３２１�
７，５４６�
１４，０９５�

４９�
３，７４７�
６，８２５�
７，２２７�

３４９,８７５�

１０３,３８９�

７９,３９６�
７９，３９６�

�
１６８,４７９�

７０６,１８６�

　固　定　資　産�
　  有形固定資産�

建 物  �
構 築 物  �
機 械 及 び 装 置  �
車 両 及 び 運 搬 具  �
工具器具及び備品 �
土 地  �
建 設 仮 勘 定 �

　  無形固定資産�

ソ フ ト ウ ェ ア �
特 許 権 等 �

　固　定　負　債�
社 債 �
長 期 借 入 金 �
繰 延 税 金 負 債 �
退 職 給 付 引 当 金 �
役員退職慰労引当金�
預 り 保 証 金 �

　資 　 本 　 金 �
　資 本 剰 余 金 �

　評価・換算差額等�
　その他有価証券評価差額金�

　自 己 株 式 �

　利 益 剰 余 金 �

６１,７６２�
６１,７６２�

１,３８９�

�
�
特 別 償 却 準 備 金 �
固定資産圧縮積立金�
配 当 平 均 積 立 金 �
別 途 積 立 金 �
繰 越 利 益 剰 余 金 �

　  投資その他の資産�

資　産　合　計� 負債・純資産合計�

投 資 有 価 証 券  �
関 係 会 社 株 式 �
出 資 金  �
長 期 貸 付 金 �
関係会社長期貸付金 �
長 期 前 払 費 用  �
そ の 他  �
貸 倒 引 当 金 �

百万円�百万円�

（２９４,５４８）�

（４１１,６３８）�

△�

�

利 益 準 備 金 �
その他利益剰余金 �

�
資 本 準 備 金�
�

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�



（３６）�

�

営　業　収　益�
　 関 係 会 社 受 取 配 当 金�
　 関 係 会 社 不 動 産 賃 貸 収 入�

営　業　費　用�
　 一 　 般 　 管 　 理 　 費 �

営　業　利　益�

営 業 外 収 益�
　 受 取 利 息 及 び 配 当 金�
　 雑　　　　　　収　　　　　　益�

営 業 外 費 用�
　 支　　　払　　　利　　　息�
　 雑　　　　　損　　　　　失�

経　常　利　益�

特　別　利　益�
　 投 資 有 価 証 券 売 却 益�
　 固　定　資　産　売　却　益�

特　別　損　失�
　 投 資 有 価 証 券 評 価 損�
　 固　定　資　産　処　分　損�
　 減　　　損　　　損　　　失�
�

�
  ４２,７５８�
 ３３，８４５�
　　　　８，９１３ �

  １４,５４２�
 １４，５４２�

  ２８,２１６�

  ４,４３６�
 ３，８８７�
 ５４９�

  ３,５８３�
 ２，０２４�
 １，５６０�

  ２９,０６９�

  ８９３�
 ５�
 ８８８�

  ２,４０２�
 ５０７�
 １，８７１�
 ２５�

  ２７,５６０�

  △ ３,１０４�

  １,７９７�

  ２８,８６７�

科　　　　　目� 金　　　　　額�
百万円�百万円�

損　益　計　算　書� 平成１８年４月１日から�
平成１９年３月３１日まで�（� （�

（注） 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�

税 引 前 当 期 純 利 益   �

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 �

法 人 税 等 調 整 額 �

当 期 純 利 益 �

�

�



（３７）�

株主資本等変動計算書�
（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）�

株　　主　　資　　本�
利益剰余金�
その他利益剰余金�

資本剰余金�

資本金� 資本�
準備金�

その他資本�
剰余金�

資本剰余金�
合計�

利益�
準備金�特別償却�

準備金�
固定資産�
圧縮積立金�

配当平均�
積立金�

平成１８年３月３１日残高�
事業年度中の変動額�

事業年度中の変動額合計�
平成１９年３月３１日残高�

利益処分による特別償却準備金の積立�
利益処分による特別償却準備金の取崩�
特別償却準備金の取崩�
利益処分による固定資産圧縮積立金の積立�
利益処分による固定資産圧縮積立金の取崩�
固定資産圧縮積立金の積立�
固定資産圧縮積立金の取崩�
利益処分による剰余金の配当�
剰余金の配当�
利益処分による役員賞与�
当期純利益�
自己株式の取得�
自己株式の処分�
自己株式の消却�
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）�

１０３,３８９�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
－�

１０３,３８９�

７９,３９６�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
－�

７９,３９６�

３７�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１８�
△ ５５�

�
△ ３７�
－�

７９,４３３�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１８�
△ ５５�

�
△ ３７�
７９,３９６�

２５,８４７�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
－�

２５,８４７�

１,８７６�
�

２４７�
△ ４７８�
△ ５４２�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

△ ７７４�
１,１０３�

１０,７５８�
�
�
�
�

９１７�
△ ６３４�
６９１�

△ ９４３�
�
�
�
�
�
�
�
�

３１�
１０,７８９�

７,０００�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
－�

７,０００�

（単位：百万円）�

株　　主　　資　　本� 評価・換算差額等�
利益剰余金�

その他利益剰余金�

別途積立金�繰越利益�剰余金�

利益剰余金�
合計�

自己株式�株主資本�
合計�

その他有�
価証券評�
価差額金�

評価・換�
算差額等�
合計�

純資産�
合計�

平成１８年３月３１日残高�
事業年度中の変動額�

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�

事業年度中の変動額合計�
平成１９年３月３１日残高�

利益処分による特別償却準備金の積立�
利益処分による特別償却準備金の取崩�
特別償却準備金の取崩�
利益処分による固定資産圧縮積立金の積立�
利益処分による固定資産圧縮積立金の取崩�
固定資産圧縮積立金の積立�
固定資産圧縮積立金の取崩�
利益処分による剰余金の配当�
剰余金の配当�
利益処分による役員賞与�
当期純利益�
自己株式の取得�
自己株式の処分�
自己株式の消却�
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）�

８２,０００�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
－�

８２,０００�

４２,５２６�
�

△ ２４７�
４７８�
５４２�

△ ９１７�
６３４�

△ ６９１�
９４３�

△ ６,９９９�
△ ６,９９８�
△ ７３�
２８,８６７�

�
�

△ １６,３２５�
�

△ ７８５�
４１,７４１�

１７０,００８�
�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�

△ ６,９９９�
△ ６,９９８�
△ ７３�
２８,８６７�

�
�

△ １６,３２５�
�

△ １,５２８�
１６８,４７９�

△ １７,３０１�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

△ ４８８�
２１�

１６,３８０�
�

１５,９１３�
△ １,３８９�

３３５,５２８�
�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�

△ ６,９９９�
△ ６,９９８�
△ ７３�
２８,８６７�
△ ４８８�
３９�
－�
�

１４,３４８�
３４９,８７５�

６４,２２２�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

△ ２,４５９�
△ ２,４５９�
６１,７６２�

６４,２２２�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

△ ２,４５９�
△ ２,４５９�
６１,７６２�

３９９,７４９�
�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�

△ ６,９９９�
△ ６,９９８�
△ ７３�
２８,８６７�
△ ４８８�
３９�
－�

△ ２,４５９�
１１,８８９�
４１１,６３８�
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個別注記表�
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）�

１．資産の評価基準及び評価方法    �
　（１）有価証券    �
　　　子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法�
　　　その他有価証券�
　　　時価のあるもの………………………期末日前１ヶ月間の市場価格の平均に基づ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く時価法�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、売却原価は移動平均法により算定）�
　　　時価のないもの………………………移動平均法による原価法�
　（２）デリバティブ…………………………時価法    �
�
２．固定資産の減価償却の方法     �
　（１）有形固定資産…………………………建物は定額法、建物以外は定率法     �
　（２）無形固定資産…………………………ソフトウェア（自社利用）については、社内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　における利用可能期間（主として５年）に基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づく定額法�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の無形固定資産は定額法�
�
３．引当金の計上基準    �
　（１）貸倒引当金�
　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率に
　　　より、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回
　　　収不能見込額を計上している。�
　（２）退職給付引当金�
　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
　　　金資産の見込額に基づき計上している。�
　　　　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
　　　年数（１０年）による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理し、過
　　　去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０
　　　年）による定額法により費用処理している。�
　（３）役員退職慰労引当金�
　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく必要額を計上している。�
�
４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項    �
　（１）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準�
　　　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
　　　額は損益として処理している。�
　（２）リース取引の処理方法�
　　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
　　　リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。�
　（３）ヘッジ会計の方法�
　　　　繰延ヘッジ会計を採用している。なお、金利スワップについては、特例処理
　　　の要件を満たしている場合は特例処理を採用している。�
　（４）消費税等の会計処理�
　　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。�
　（５）連結納税制度の適用�
　　　　連結納税制度を適用している。�



（３９）�

（会計方針の変更）�

１．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用�
　　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計
　基準第５号 平成１７年１２月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
　基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成１７年１２月９日）が適用される
　ことになったことに伴い、同会計基準及び同適用指針を適用している。�
　　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、４１１,６３８百万円である。�
２．役員賞与に関する会計基準の適用�
　　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成１７年１１
　月２９日）が適用されることになったことに伴い、同会計基準を適用している。�
　　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ９１百万円減
　少している。�

（貸借対照表に関する注記）�

１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　２７,６０６百万円�
２．偶発債務�
　（１）保証債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７,２１８百万円�
　　　　（うち共同保証による実質他社負担額）　　　　　　　　　 （７７８百万円）�
　　　　（うち被再保証金額）　　　　　　　　　　　　　　　　（２３,１５４百万円）�
　（２）保証予約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　４,１７７百万円�
　　　　（うち被再保証金額）　　　　　　　　　　　　　　　       （４,１７７百万円）�
　（３）経営指導念書等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ６３３百万円�
　　　　（うち被再保証金額）　　　　　　　　　　　　　　　          （６３３百万円）�
３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務�
　（１）短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １７６,１８８百万円�
　（２）長期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７,３１０百万円�
　（３）短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８,８６６百万円�

（損益計算書に関する注記）�

１．関係会社との取引高�
　（１）営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２,７５８百万円�
　　　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５,５８４百万円�
　（２）営業取引以外の取引による取引高　　　　　　　　　　　　　　４,６１５百万円�
　　　　なお、当社は、各関係会社に対して受託事務費用として、それぞれの費用項
　　　目の性質に応じて、各関係会社の利用割合に基づき、その実費額（合計２５,９１７百
　　　万円）を配賦している。�
２．減損損失�
　　当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上している。�
　　　　　用途　　　　　　種類　　　　　　場所　　　　　  　金額（百万円）�
　　　　遊休資産　　　　　土地　　　　三重県鈴鹿市  他　　　 ２５�
　　当社は持株会社として、グループ戦略の立案・決定、グループ経営のモニタリン
　グ機能を果たすとともに、グループ会社への土地の賃貸や各種共通サービスの提供
　を行っており、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成しているこ
　とから、全体を１つの資産グループとしている。遊休資産については個別の資産単
　位毎に把握している。�
　　当事業年度においては、時価が下落している遊休資産について帳簿価額を回収可
　能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上している。なお、
　当資産の回収可能価額は、主として不動産鑑定士による鑑定評価額に基づく正味売
　却価額により測定している。�



（４０）�

（株主資本等変動計算書に関する注記）�
１．当該事業年度の末日における自己株式の総数�
　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３,３４９,８８５株�

（税効果会計に関する注記）�

繰延税金資産�
　　退職給付引当金超過額�
　　固定資産処分損�
　　税務上繰越欠損金�
　　関係会社株式評価下げ額�
　　固定資産減損損失�
　　賞与引当金損金算入限度超過額�
　　その他�
繰延税金資産小計�
評価性引当額�
繰延税金資産合計�
�
繰延税金負債�
　　その他有価証券評価差額�
　　固定資産圧縮積立金�
　　特別償却準備金�
　　その他�
繰延税金負債合計�
�
繰延税金資産（負債）の純額�
�

�
６,５９０百万円�
３,２８６百万円�
３,８９８百万円�
１,２６８百万円�
１,２１３百万円�
３９３百万円�
１,５２１百万円�
１８,１７０百万円�
△６,５５０百万円�
１１,６２１百万円�

�
�

△４４,５１５百万円�
△７,４０２百万円�
△７５６百万円�
△１０１百万円�

△５２,７７４百万円�
�

△４１,１５３百万円�
�

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳�

（リースにより使用する固定資産に関する注記）�
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引�
　（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額
　　　及び期末残高相当額�

　（２）未経過リース料期末残高相当額等�
　　　未経過リース料期末残高相当額�
　　　　　１年内　　　　　　　　１５百万円�
　　　　　１年超　　　　　　　　１１百万円�
　　　　　合　計　　　　　　　　２７百万円�

取得価額相当額�
（百万円）�

減価償却累計額�
相当額�

（百万円）�

期末残高相当額�
（百万円）�

車両及び運搬具�

工具器具及び備品�

ソ フ ト ウ ェ ア �

合　計�

１６�

３６�

４８�

１００�

９�

２７�

３７�

７４�

６�

９�

１１�

２７�

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合�
　　　が低いため、支払利子込み法により算定している。�

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高�
　　　等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。�



（４１）�

（関連当事者との取引に関する注記）�

（減損損失について）�

（１株当たり情報に関する注記）�
�　１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　２９４円１８銭�
　１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　　　　 ２０円６３銭　　�

（重要な後発事象に関する注記）�
　該当事項なし。�

会社等の名称�
属
性�

関
連
会
社�
役
員�

子
　
　
会
　
　
社�

議決権等の所�
有（被所有）�
割合�
所有�
直接�
１００.０%

土地建物�
の賃貸等�

土地建物�
賃貸収入�
（注１）�

未収入金�５,２０５�

９５０�

２,３７５�

１,０６０�

２,８６０�

５４４�

５８�

所有�
直接�
１００.０%

所有�
直接�
１００.０%

所有�
直接�
１００.０%

所有�
直接�
４９.０%

被所有�
直接�
０.０%

土地建物�
の賃貸等�

設備建設�
請負契約�
締結等�

当社監査�
役 顧問弁�
護士�

システム�
保守契約�
締結、シ�
ステム開�
発請負契�
約締結�

資金貸付�

土地建物�
賃貸収入�
（注１）�

貸付金利�
収入�
（注２）�

設備購入�
代金等�
（注４）�

システム�
保守料等�
（注４）�
システム�
開発費�
（注４）�
弁護士�
報酬�

（注５）�

資金貸付�
（注３）�

未収入金�

未払金�

未払費用�

未払金�

－�

短期貸付金�

長期貸付金�

流動資産�
その他�

７,９１１�

△１７,２６１�

４２９�

７８�

４４�

６６�

３８６�

１９６�

－ 　�

１０２,０７３�

５７,３０３�

関連当事者�
との関係�

取引金額�
（百万円）�

期末残高�
（百万円）�取引の内容� 勘定科目�

旭化成ケミカルズ㈱�

旭化成せんい㈱�

旭ファイナンス㈱�

旭化成エンジニアリング㈱�

Ａ Ｊ Ｓ ㈱ �

三 宅 　 雄 一 郎 �

（注１）�
�
（注２） �
（注３） �
�
（注４）�
（注５）  

土地賃貸料は、各土地毎に相続税評価額に適正な利用料率を乗じた金額とし、建物賃貸料
は、各建物毎の実費相当額を基に算出した金額としている。�
旭ファイナンス㈱への貸付金利は、個別契約毎に市場金利を勘案して合理的に決定している。�
旭ファイナンス㈱への貸付金は、グループファイナンス業務のための必要資金貸付であり、
返済期間は個別契約に基づき合理的な期間を定めている。�
価格その他の取引条件は、各取引毎に、市場実勢を参考に価格交渉の上で決定している。�
弁護士報酬は、旧弁護士報酬規定等に基づき合理的な算定方法により決定している。�

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれる。�
取引条件及び取引条件の決定方針等�

　（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失�
　　　　　支払リース料　　　　　３５百万円�
　　　　　減価償却費相当額　　　３５百万円�
　（４）減価償却費相当額の算定方法�
　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。�

　リース資産に配分された減損損失はない。�



（４２）�

独立監査人の監査報告書�

会計監査人の監査報告書謄本（連結）�

平成１９年５月２日�

あ ら た 監 査 法 人 �

代 表 社 員�
業務執行社員�

公認会計士�笹　山　勝　則�w

w代 表 社 員�
業務執行社員�

公認会計士�仲　澤　孝　宏�

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、旭化成株式
会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の
連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結
計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場
から連結計算書類に対する意見を表明することにある。�
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを
求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。
当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得
たと判断している。�
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、旭化成株式会社及び連
結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。�
�
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。�
�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上�

旭 化 成 株 式 会 社 �
蛭　田　史　郎　殿�代表取締役�

取締役社長�
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独立監査人の監査報告書�

会計監査人の監査報告書謄本（単独）�

平成１９年５月２日�

あ ら た 監 査 法 人 �

代 表 社 員�
業務執行社員�

公認会計士�笹　山　勝　則�w

w代 表 社 員�
業務執行社員�

公認会計士�仲　澤　孝　宏�

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、旭化
成株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１１６期
事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行
った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、
当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対
する意見を表明することにある。�
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類
及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保
証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営
者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表
示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意
見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。�
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。�
�
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。�
�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上�

旭 化 成 株 式 会 社 �
蛭　田　史　郎　殿�代表取締役�

取締役社長�
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監査報告書�

監査役会の監査報告書謄本�

　当監査役会は、平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１１６
期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役から監査の方法
及び結果の報告を受け、審議の結果、監査役全員の一致した意見とし
て、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。�
�
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容�
　　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期
　の監査方針、監査計画等に従い、グループとしての内部統制システ
　ムの整備・運用状況、関係会社特に海外のリスク管理体制、ＣＳＲへ
　の取り組み状況（法令等遵守・環境保全・保安防災等）を重点監査項
　目として設定しました。監査の方法としては、取締役会その他重要
　な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、
　重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
　び財産の状況を調査し、各事業会社及び主要な関係会社に対し事業
　の報告を求めました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に
　適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を
　確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び
　第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
　議に基づき整備されている体制の状況を確認いたしました。以上の
　方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書に
　ついて検討いたしました。�
　　さらに、一時会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監
　査を実施しているかを確認するとともに、その職務の執行状況につ
　いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、一時会計
　監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
　制」として会社計算規則第１５９条各号に掲げる事項を「監査に関する
　品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
　じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る
　計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
　注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
　連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につい
　て検討いたしました。�
　　なお、当社グループは「分社・持株会社制」を採用していますので、
　内部監査部門及び事業会社等の監査役と定期的に連絡会を開催し、
　グループとしての内部統制の有効性を、確認しております。�



（４５）�

w

w

w

w

２．監査の結果�
  （１）事業報告等の監査結果�
　　一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社
　　　の状況を正しく示しているものと認めます。�
　　二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定
　　　款に違反する重大な事実は認められません。�
　　三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当である
　　　と認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職
　　　務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。�
  （２）計算書類及びその附属明細書の監査結果�
　　　　一時会計監査人あらた監査法人の監査の方法及び結果は相当
　　　であると認めます。�
  （３）連結計算書類の監査結果�
　　　　一時会計監査人あらた監査法人の監査の方法及び結果は相当
　　　であると認めます。�
�

平成１９年５月７日�

　　　　　　　　　　　　　　　旭化成株式会社　監査役会                          �

　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤監査役　土 屋 友 二 �

　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤監査役　中 前 憲 二 �

　　　　　　　　　　　　　　　　　社外監査役　和 食 克 雄�

　　　　　　　　　　　　　　　　　社外監査役　三 宅 雄 一 郎 �

以　上�

（注）当社の会計監査人であった中央青山監査法人（当時）は、金融庁より業�
　　務停止処分を受けたことにより平成１８年７月１日付で会計監査人の資格�
　　を失いました。これに伴い、会社法第３４６条第４項及び第６項の規定に基�
　　づき、平成１８年７月１日開催の監査役会の決議において、あらた監査法�
　　人を一時会計監査人に選任いたしております。�



（４６）�

第１号議案     取締役１１名選任の件  �

�　取締役山口信夫、蛭田史郎、伊藤一郎、甲賀国男、渋川賢一、水谷茂、
明石景泰、辻田清の８氏は任期満了となりますので、取締役１１名をご選任
願いたいと存じます。�
　取締役候補者は次のとおりであります。�
　なお、瀬戸雄三および児玉幸治の２氏は、法令に定める社外取締役の要
件を満たしております。 

株主総会参考書類�

候補者�

番　号�

氏　　　　名�

（生 年 月 日）�

所 有 す る�

当社株式の数�

略歴ならびに当社の取締役であるときの地位および担当�

〔他の法人等の代表状況〕�

昭和２７年４月    当社入社�
昭和５１年６月    当社取締役�
昭和５３年１１月    当社常務取締役�
昭和５６年６月    当社代表取締役（現在）�
                　　　同取締役副社長�
平成４年４月    当社取締役会長（現在）�
�
〔他の法人等の代表状況〕�
・日本商工会議所会頭�
・東京商工会議所会頭�

１� ５５,０００株�
山　口　信　夫�

（大正１３年１２月２３日生）�

昭和３９年４月　当社入社�
平成９年６月　当社取締役�
平成１０年６月　当社エレクトロニクス事業部門長�
平成１１年６月　当社常務取締役�
平成１３年６月　当社専務取締役�
平成１４年６月　当社取締役副社長�
平成１５年４月　当社代表取締役（現在）�
                　　　同取締役社長（現在）�
平成１５年６月　同社長執行役員（現在）�
平成１７年４月　当社研究開発本部長兼務�
平成１７年８月　当社新事業本部長兼務�

２� １０１,０００株�
蛭　田　史　郎�

（昭和１６年１２月２０日生）�

昭和４１年４月　当社入社�
平成１２年６月　当社経営計画管理部長�
平成１３年６月　当社取締役�
平成１５年２月　当社常務取締役�
平成１５年６月　当社取締役（現在）�
　　　　　　　同専務執行役員�
平成１７年１０月　当社内部統制整備プロジェクト長�
　　　　　　　兼務（現在）�
平成１８年４月　当社副社長執行役員（現在）�
・経営戦略・経理財務担当�
�
〔他の法人等の代表状況〕�
旭ファイナンス株式会社代表取締役社長�

３� ２９,０００株�
伊　藤　一　郎�

（昭和１７年７月６日生）�



（４７）�

候補者�

番　号�

氏　　　　名�

（生 年 月 日）�

所 有 す る�

当社株式の数�

略歴ならびに当社の取締役であるときの地位および担当�

〔他の法人等の代表状況〕�

昭和４３年４月　当社入社 �
平成９年６月　当社取締役（現在）         �
平成１１年６月　当社環境安全・生産技術本部長�
平成１４年６月　当社延岡支社長�
平成１５年６月　当社執行役員�
平成１６年４月　当社常務執行役員�
平成１８年４月　当社専務執行役員（現在）�
・環境安全・生産技術・ＰＬ担当�
�
〔他の法人等の代表状況〕�
旭化成エンジニアリング株式会社代表取締役会長�

４� ４２,０００株�
甲　賀　国　男�

（昭和１８年１０月１７日生）�

昭和４４年４月　当社入社�
平成１３年４月　当社住宅事業部門住宅技術総部長�
平成１５年１０月　旭化成ホームズ株式会社取締役�
　　　　　　　同常務執行役員・技術総部長�
平成１８年４月　旭化成ホームズ株式会社代表取締役�
　　　　　　　同副社長執行役員・技術総部長�
平成１９年４月　当社常務執行役員（現在）�
　　　　　　　情報システム部長兼務（現在）�
・購買担当�

５� ７０,０００株�
佐　藤　克　彦�

（昭和１９年９月１５日生）�

昭和４６年４月　当社入社�
平成１４年６月　当社人事部長�
平成１５年６月　当社戦略人事室長�
平成１６年４月　当社執行役員�
平成１６年７月　当社人事労務センター長兼務�
平成１７年４月　当社人財・労務部長（現在）�
平成１７年６月　当社取締役（現在）�
平成１９年４月　当社常務執行役員（現在）�
・人財・労務担当、コンプライアンス担当補佐�

６� １２,０００株�
辻　田　　　清�

（昭和２３年４月１６日生）�

昭和４５年４月　当社入社�
平成１３年６月　旭化成電子株式会社代表取締役社長�
平成１５年５月　旭化成エレクトロニクス株式会社�
　　　　　　　取締役�
平成１５年１０月　旭化成エレクトロニクス株式会社�
　　　　　　　執行役員�
平成１６年４月　旭化成エレクトロニクス株式会社�
　　　　　　　副社長執行役員�
　　　　　　　当社執行役員兼務（現在）�
平成１６年１０月　当社実装・表示材料マーケティン�
　　　　　　　グセンター長兼務（現在）�
平成１８年４月　当社新事業本部長兼務（現在）�
平成１８年６月　当社取締役（現在）�
・研究開発担当�

昭和４７年４月　当社入社�
平成１４年４月　当社住宅事業部門東京営業本部長�
平成１５年１０月　旭化成ホームズ株式会社執行役員�
　　　　　　　同東京営業本部長兼務�
平成１６年４月　当社執行役員（現在）�
　　　　　　　同財務・ＩＲ室長兼務�
平成１７年４月　同経理・財務部長兼務（現在）�
平成１８年４月　当社経営戦略室長兼務（現在）�
・経営戦略・経理財務担当補佐�

７� ７,０００株�
明　石　景　泰�

（昭和２０年９月２日生）�

８� １０,０００株�
藤　原　孝　二�

（昭和２４年５月９日生）�



（４８）�

候補者�

番　号�

氏　　　　名�

（生 年 月 日）�

所 有 す る�

当社株式の数�

略歴ならびに当社の取締役であるときの地位および担当�

〔他の法人等の代表状況〕�

昭和５０年４月　当社入社�
平成６年４月　当社秘書室長�
平成１６年７月　当社総務センター長�
　　　　　　　同広報室長兼務（現在）�
平成１７年４月　当社総務部長（現在）�
平成１９年４月　当社執行役員（現在）�
・総務・コンプライアンス担当�

９� ８,０００株�
水　野　雄　氏�

（昭和２７年４月３日生）�

昭和２８年４月　朝日麦酒株式会社（現　アサヒビ�
　　　　　　　ール株式会社）入社�
昭和５６年３月　同社取締役�
平成４年９月　同社代表取締役社長�
平成１１年１月　同社代表取締役会長�
平成１４年１月　同社取締役相談役�
平成１５年３月　同社相談役（現在）�

１０� ０株�
瀬　戸　雄　三�

（昭和５年２月２５日）�

昭和３２年４月　通商産業省入省�
平成元年６月　同省事務次官�
平成３年６月　退官�
平成５年６月　商工組合中央金庫理事長�
平成１３年７月　財団法人日本情報処理開発協会会�
　　　　　　　長（現在）�

１１� ０株�
児　玉　幸　治�

（昭和９年５月９日）�

（注）１. �
      　２.�
�
�
      　３.�
�
�
      　４.�
�
�
  　�
      　�
�
�
�

　候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。�
　瀬戸雄三氏は、法令に定める社外取締役候補者であります。経営者としての
豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締
役として選任をお願いするものです。�
　児玉幸治氏は、法令に定める社外取締役候補者であります。豊富な経験と実
業界に対する幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締
役として選任をお願いするものです。�
　当社は、瀬戸雄三および児玉幸治の２氏との間で会社法第４２７条第１項の規
定により、会社法第４２３条第１項の損害賠償を限定する趣旨の責任限定契約を
締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、１,０００万円と法令の
定める最低限度額とのいずれか高い額となります。�

第２号議案     監査役１名選任の件  �

�　監査役三宅雄一郎氏は、任期満了となりますので、監査役１名をご選任
願いたいと存じます。�
　なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得て
おります。�
　監査役候補者は次のとおりであります。�
　なお、手塚一男氏は法令に定める社外監査役の要件を満たしております。�



（４９）�

第３号議案     補欠監査役１名選任の件  �

�　監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１
名をご選任願いたいと存じます。�
　なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得て
おります。�
　補欠監査役候補者は次のとおりであります。�
　なお、本間啓司氏は法令に定める社外監査役の要件を満たしております。�

昭和３４年４月　日本軽金属株式会社入社�
昭和３７年１２月　公認会計士試験合格�
昭和５３年８月　公認会計士登録�
平成２年６月　日本軽金属株式会社取締役�
平成５年６月　同社常勤監査役�
平成１３年６月　同社顧問（現在）�
平成１８年６月　当社補欠監査役（現在）�

１,０００株�
本　間　啓　司�

（昭和１２年２月２１日生）�

氏　　　　名�

（生 年 月 日）�

所 有 す る�

当社株式の数�

略歴ならびに当社の監査役であるときの地位および担当�

〔他の法人等の代表状況〕�

（注）１. �
      　２.�
�
�
      　３.�
�
�
      　�
�
  　�
      　�
�
�
�

　本間啓司氏と当社との間には特別の利害関係はありません。�
　本間啓司氏は、補欠の社外監査役候補者であります。企業経営に関する豊富
な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけ
るものと期待できるため、選任をお願いするものです。�
　本間啓司氏が監査役に就任された場合、当社は、同氏との間で会社法第４２７条
第１項の規定により、会社法第４２３条第１項の損害賠償を限定する趣旨の責任
限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、１,０００万
円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。�
�

（注）１. �
      　２.�
�
�
      　３.�
�
�
      　�
�
  　�
      　�
�
�
�

　手塚一男氏と当社との間には顧問契約があります。�
　手塚一男氏は、法令に定める社外監査役候補者であります。弁護士としての
企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務
を適切に遂行いただけるものと期待できるため、選任をお願いするものです。�
　当社は、手塚一男氏との間で会社法第４２７条第１項の規定により、会社法第
４２３条第１項の損害賠償を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であり、
当該契約に基づく賠償責任限度額は、１,０００万円と法令の定める最低限度額との
いずれか高い額となります。�

昭和４２年３月　司法研修所終了�
昭和４２年４月　弁護士登録�
　　　　　　　兼子・岩松法律事務所入所（現在）�
平成３年４月　第二東京弁護士会副会長�
平成７年５月　法制審議会商法部会・会社法部会委員�

０株�
手　塚　一　男�

（昭和１６年４月７日生）�

氏　　　　名�

（生 年 月 日）�

所 有 す る�

当社株式の数�

略歴ならびに当社の監査役であるときの地位および担当�

〔他の法人等の代表状況〕�



（５０）�
�

第４号議案     会計監査人選任の件�

　当社の会計監査人であった「中央青山監査法人」（現「みすず監査法人」）
は、金融庁から平成１８年７月１日から同年８月３１日までの２ヵ月間の業務
停止処分を受けたため会計監査人の資格を喪失し、平成１８年７月１日付で
当社の会計監査人を退任いたしました。�
　当社はこれに対処して会社法第３４６条第４項および第６項の規定に基づ
き、平成１８年７月１日開催の監査役会において、同日付で「あらた監査法
人」を一時会計監査人に選任し、現在にいたっております。�
　本議案は、「あらた監査法人」の当社に対する監査業務が現在まで適正
かつ厳格に遂行されてきたことを評価し、同監査法人を会計監査人に選任
することをお願いするものであります。�
　なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得て
おります。�
　候補者は次のとおりであります。�

監査法人の名称� あらた監査法人�

主たる事務所� 東京都港区芝浦４丁目２番８号　　�
住友不動産三田ツインビル東館�

沿　　　　　革� 平成１８年６月１日　設立�
平成１８年７月１日　業務開始�

出　　資　　金� ５１４百万円�

構　成　人　員� １,１４９人（平成１９年３月３１日現在）�
�

第５号議案     退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件�

　本総会終結の時をもって取締役を退任される渋川賢一および水谷茂の２
氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準による相当
額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、その具体的
金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会にご一任願いたいと存じます。�
　上記各氏の略歴は次のとおりであります。�

氏　　　名� 略　　　　　　歴�

渋　川　賢　一� 平成１６年６月　当社取締役（現在）�
�

水　谷　　　茂� 平成１６年６月    当社取締役（現在）�

以　　上�



株 主 総 会 会 場 ご 案 内 略 図 �

東京都千代田区丸の内三丁目２番１号�
東京會舘　９階　ローズルーム�
電  話（０３）３２１５－２１１１�

駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。�

当社ホームページ　http://www.asahi-kasei.co.jp
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